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特　集

メディア情報リテラシー新時代

　総務省は 2022年、従来の ICTリテラシー政策を大きく転換し、ユネスコのメディア情報リテ
ラシー（MIL）とデジタル・シティズンシップの概念を政策に導入した。この背景には総務省が
設置した「プラットフォームサービスに関する研究会」によるソーシャルメディアの偽情報や誹
謗中傷問題の議論や報告書がある。従来の総務省の政策は、e-ネットキャラバンのように、主
として子どもや保護者を対象に、インターネットの安全な利用のための啓発事業を中心としたも
のであった。
　一方、メディアリテラシーについても 2010年に公開された「ICTメディアリテラシー育成
に関する指導内容等についての調査研究」にみられるように、「ICTメディアの健全な利用」を
めざすものであった。しかし、2016年のアメリカ大統領選以降、世界中で大きな問題となった
「フェイクニュース」すなわち偽情報問題やネット上のヘイトスピーチ、誹謗中傷問題は子ども
のみならず全世代にわたる問題として、日本でも論じられるようになったのである。
　総務省の ICTリテラシー政策の転換は、海外の政策や施策に対する学術的な知見に基づいて
おり、日本における今後のメディア情報リテラシーやデジタル・シティズンシップ教育研究にも
大きな影響をもたらすことになるだろう。本特集は、その第一歩として、政策担当者やステーク
ホルダー、研究者、教育実践者など、多様な立場から記事や論文を寄稿していただいた。ぜひメ
ディアリテラシー政策、研究、実践に関わる多くの方々に読んでいただきたい。

法政大学図書館司書課程
坂本　旬
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、003-007

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

メディア情報リテラシーの向上に向けた総務省の取組
　

田邊光男
総務省情報流通行政局情報流通振興課

　
　
1．はじめに
　
　近年、GIGAスクール構想による公立小中学校での 1人 1台端末の整備の進展や、幅広い世
代におけるスマートフォンの普及などにより全国民による ICTの利活用が進展し、社会全体の
デジタル化が急速に進んでいる。その一方で、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢等に
関するインターネット上での偽・誤情報の流通が顕在化し、社会的な影響が深刻化するなど、デ
ジタル空間において情報を適切に判断し対処するためのリテラシーを広く国民が身につけること
が喫緊の課題となっている。
　総務省では、こうした背景から、「デジタル・シティズンシップ」の考え方を踏まえたリテラ
シー向上施策を推進し、全世代におけるメディア情報リテラシーの向上に取り組むこととしてい
る。
　本稿では、総務省のこれまでの取組及び今後の政策の方向性について紹介する。
　
2．総務省のこれまでの取組（青少年の安全・安心なインターネット利用環境整備）
　
　インターネットにおいて青少年に有害な情報が多く流通している状況にかんがみ、平成 20年
6月、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」（平成
20年法律第 79号）が成立したことも踏まえ、総務省では青少年のインターネット利用環境整備
を図るため、これまでに様々な施策を実施してきた。現在総務省で実施している取組としては、
携帯電話事業者や販売代理店に対するフィルタリングサービスの提供義務化、インターネットに
係るトラブル事例の対処法等をまとめた「インターネットトラブル事例集（1）」の作成や、子ど
もたちのインターネットの安全安心な利用に係る啓発を目的とした出前講座である「e-ネット
キャラバン（2）」、インターネット上の危険・脅威に対応するための能力を数値化する指標として、
高校 1年生を対象に毎年実施するテスト「ILAS（青少年がインターネットを安全に安心して活
用するためのリテラシー指標等に係る調査）（3）」など、ICTの利用に伴うリスクの回避やインタ
ーネットトラブルへの対処法等の習得を主眼に置いた取組が中心となっている。こうした取組は、
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ICTが身近な存在になりつつあり、「付加的な」ものとして扱われる状況においては、青少年が ICT

を活用する上での危険性を認識するという目的において一定の効果はあったものと考えられる。
　
3．近年のＩＣＴを取り巻く環境の変化
　
　しかしながら、近年の ICTを取り巻く環境は急激に変化しており、内閣府の調査（4）によれば、
小学生の 8割以上、中学生に至っては 100％に近い割合でインターネットを利用している状況が
明らかになるなど、GIGAスクール構想による 1人 1台端末の整備も背景に、青少年の ICTを
活用する機会が大きく増加している。また、スマートフォンの全世代的な普及や新型コロナウイ
ルス感染症の流行に伴うデジタル化の急速な進展など、青少年に限らず、全ての世代において
ICTの活用が進んでいる。
　その一方で、新型コロナウイルス感染症の流行やウクライナ情勢の影響から、我が国において
もインターネット上での不確かな情報や悪意のある偽情報の流通・拡散の問題が顕在化している。
令和 3年に総務省が実施した偽・誤情報の流通状況に関する実態調査（5）では、直近 1か月での偽・
誤情報への接触率は約 75％であり、3割程度の人は、偽・誤情報に週 1回以上接触していると
の結果であったことからも、偽・誤情報への早急な対策が求められる状況にあると考えられる。
民間においては、インターネット空間に流通する情報への対策として、問題のあるアカウントや
情報・投稿の自社基準に基づく削除などのプラットフォーム事業者等による自主的な取組や、メ
ディア企業等による真偽が不確かなインターネット上の情報に対するファクトチェックなどの取
組が進められている。総務省においても、令和 3年度に偽・誤情報対策の観点から国内外にお
けるメディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等について調査を行ったほか、偽・誤情報に
関する啓発教育教材「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤情報に騙されないために～」（6）を
開発し、公表している。
　このように ICTの活用が幅広い世代において付加的なものから当たり前のものとなってきて
いる状況を踏まえると、これからのリテラシー向上施策においては、一人ひとりがインターネッ
ト上の情報を批判的に受容するとともに、インターネットや ICTとどのように向き合うかを主
体的に考え、デジタル社会の中で自律的に責任を持った行動ができる主体となるために必要な資
質や能力を育んでいくという視点が、今後重要性を増してくるであろう。
　
4．総務省のこれからの施策に求められる観点
　
　先述したとおり、総務省はこれまで、主に青少年を対象として、ICTの利用に伴うリスクの回
避やインターネットトラブルへの対処法等の習得を主眼に置いた取組を中心に行ってきた。しか
し、3．で述べたとおり近年の ICTを取り巻く環境は大きく変化していることから、総務省の取
組においても、①成年層・高齢層を対象とした啓発施策、② ICT利用に伴う危険回避から積極
的な ICT利用までを促す取組、③官民双方で実施する様々なリテラシー向上施策を包括的に展
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開する考え方や指標の共有が必要となっている。全世代での ICTの活用が広がる状況を踏まえ、
①については、これまで主な対象としていた青少年に限らず、成年層や高齢層を含む全世代に対
してリテラシーを向上させるための施策を講じる必要がある。②についても、ICTの活用にどち
らかといえば抑制的であった従来の取組に対し、急速に進むデジタル化やデジタル人材の不足へ
の対応が必要である点も踏まえ、ICTの活用を前提とした取組へと転換させていく必要がある。
また、③については、ICT活用・リテラシー向上に向けて官民で様々な施策が講じられているも
のの、各施策を包括的に展開する考え方や目標となる指標が共有されていないことから、各々の
取組が個別最適に陥ってしまう可能性がある。必要なリテラシーの要素とは何かについて官民で
共有していく必要があり、UNESCOの提唱するメディア情報リテラシー（7）（あらゆるコミュニ
ケーション手段を用いて、文化的・社会的文脈の中で情報を見つけ、評価し、応用し、創造する
ことができるようになる一連の能力）は、ここまで述べてきたリテラシーの要素と重なるだろう。
　これらの①から③までの取組を総合的に推進し、デジタル空間において情報を適切に判断し対
処するためのメディア情報リテラシーを広く国民が身につけることは、我が国において喫緊の課
題といえる。
　
5．欧米で普及する「デジタル・シティズンシップ」の考え方
　
　近年、偽・誤情報が広く流通する現状も背景に、欧米では「デジタル・シティズンシップ」の
考え方が普及している。「デジタル・シティズンシップ」は、UNESCOによれば「情報を効果
的に見つけ、アクセス、利用、作成し、他のユーザーと共に、積極的、批判的、センシティブか
つ倫理的な方法でコンテンツと関わり、自分の権利を意識しながら、安全かつ責任を持ってオン
ラインや ICT環境をナビゲートする能力」であり、その考え方に基づく取組が欧米を中心に進
められている。欧州では、欧州評議会が令和元年に「デジタル・シティズンシップ教育ハンドブ
ック（DIGITAL CITIZENSHIP EDUCATION HANDBOOK）（8）」を公開しており、デジタル・
シティズンシップの 10領域を含む全体像として欧州評議会モデルを示したほか、米国では、年
代別にデジタル・シティズンシップを学ぶための教材である「コモンセンスエデュケーション
（Common Sense Education）（9）」が広く普及している。こうした取組は、デジタル化が急速に進
む社会を適切に生き抜く能力を育むものであり、ICTの恩恵を十分に享受するために不可欠な取
組になると考えられる。
　
6．「デジタル・シティズンシップ」の考え方を踏まえたリテラシー向上施策の推進
　
　欧米で普及する「デジタル・シティズンシップ」の考え方は、総務省のこれからの取組を検討
するにあたって重要な示唆を得られるものであり、本年 6月にとりまとめられた情報通信審議
会の一次答申（10）においても、以下のような提言がなされたところである。
　「今後は、自律的なデジタルの利活用を通じて様々な相手とコミュニケーションを行い、多様
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な社会活動に参画し、よりよいデジタル社会の形成に寄与する「デジタル・シティズンシップ」
を育むための教育を行うことが必要となる。総務省における ICTリテラシー向上に関する施策
は、今後はこうしたデジタル・シティズンシップの育成にシフトすべきであり、関係機関・関係
団体とも連携しつつ、地域の公共的な施設を用いた講座等を通じて成年層・高齢層が ICTを活
用して学びや創造、社会参加をするための考え方やスキルを学ぶことができる環境や、青少年が
ICTの活用を通じてデジタルコンテンツの作成といった創造性を発揮する能力を育むことができ
る環境等を整備すること等、その具体的な仕組みや全国への普及方策について検討を進めること
が必要である。」
　先述した総務省のこれからの施策に求められる観点は、ICTを活用するスキルだけでなく、
ICTを積極的に活用する社会における価値観や姿勢を学ぶ「デジタル・シティズンシップ」の考
え方と軌を一にするものであり、デジタル社会を適切に生き抜く能力として、ICTの恩恵を十分
に享受するために必要である。そのため、今後は「デジタル・シティズンシップ」の考え方を踏
まえたリテラシー向上施策を推進していくことが重要であると考えている。
　
7．ＩＣＴ活用のためのリテラシー向上に関する検討会の立ち上げと施策の推進
　
　総務省では、2022年 11月、新たに「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」を立
ち上げた。今後、「デジタル・シティズンシップ」の考え方を踏まえたリテラシー向上施策を全
世代へ展開していくにあたり、これからのデジタル社会において求められるリテラシーの在り方
やリテラシー向上施策の推進方策について検討を進め、2023年夏頃を目途に取るべき施策の柱
を整理するためのロードマップを策定することを目指していく。
　
8．おわりに
　
　ここまで述べてきたとおり、総務省では、これまでも様々なリテラシー向上施策を実施してき
たが、近年の ICTを取り巻く環境の変化に対応し、新たな観点での政策を推進する必要性が生
じている。そのため、総務省のこれまでの取組を、「デジタル・シティズンシップ」の考え方を
踏まえた、全世代における ICTの活用を前提とした取組へと転換させるべく、今後検討を進め
ていくこととしている。今般、新たに立ち上げた「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検
討会」での議論を通じて、今後の総務省の政策の方向性をさらに明確なものにしていくとともに、
リテラシー向上施策のあり方について検討を進め、全世代におけるメディア情報リテラシーの向
上に取り組んでいく。
──────────────

（1）「インターネットトラブル事例集（2022年版）」（総務省）
 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/
（2）「e-ネットキャラバン」（一般財団法人マルチメディア振興センター）
 https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/
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（3）「ILAS（青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標等に係る調査）」（総
務省）

 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/ilas/
（4）「令和 3年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」（内閣府）
 https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/net-jittai_list.html
（5）「フェイクニュース」に関するアンケート（総務省 [委託先：株式会社野村総合研究所 ]）
 https://www.soumu.go.jp/main_content/000745041.pdf
（6）「インターネットとの向き合い方～ニセ・誤情報に騙されないために～」（総務省）
 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/
（7）「Media and information literacy: policy and strategy guidelines」（UNESCO）
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606
（8） 「DIGITAL CITIZENSHIP EDUCATION HANDBOOK」（欧州評議会）
 https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/672450/en
（9） 「Common Sense Education」（Common Sense）
 https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship
（10）情報通信審議会「2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方」一次答申（令和 4年 6月）
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000319.html
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、008-018

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

NHKのメディア・リテラシー教育、偽・誤情報等への取り組み
　

宇治橋祐之　大橋　拓
日本放送協会 放送文化研究所 メディア総局展開センター　

　
　
はじめに
　
　「映像プロパガンダ戦 嘘と嘘の激突」（2022年 9月 5日放送 NHK総合）（1）は、世界各国から
収集したアーカイブス映像をもとに人類の歴史を描く、シリーズ「映像の世紀バタフライエフェ
クト」で放送され話題を呼んだ。番組では、ソ連の映画監督エイゼンシュテインが、日本の漢字
は部首の組み合わせで別の意味を生む不思議さを知り、後に映像を組み合わせる表現手法を編み
出したことが、ナチス、アメリカ、日本も含めた、国家的プロパガンダ戦へと広がっていった様
子を描いている。
　新しいメディアが誕生し情報を多くの人に届けられるようになると、誤情報や偽情報に対して
どう向き合っていくのか、情報を「批判的に」読み取るためにどうすればよいのか、という問題
が常につきまとう。その問題に対して情報を発信するメディアの側でさまざまな取り組みが行わ
れてきている。
　特に青少年を対象にした放送局の取り組みについて、近年では、放送倫理・番組向上機構（BPO）
の青少年委員会が、2022年 6月に「青少年のメディア・リテラシー育成に関する放送局の取り
組みに対する調査研究報告書」を公開している（2）。報告書では NHK、民放連会員社による青少
年のメディア・リテラシー育成への取り組みについてアンケート調査と聞き取り調査を行い、そ
の実態を明らかにするとともに今後の在り方を展望している。
　NHKでもこれまで放送リテラシー向上の取り組みとして、放送番組をはじめ、公開施設やイ
ベント等で活動をおこなってきたが、公共メディアとして放送にとどまらず、インターネットの
情報の受信・発信のリテラシーに関する教育への貢献を果たすため、「メディア・リテラシー向
上の取り組み」として、小学生向けや学生・社会人向けのさまざまなプロジェクトを進めている（3）。
　
　本稿では NHKのメディア・リテラシー教育、偽・誤情報等への取り組みの中から、放送文化
研究所（文研）による調査・研究と、メディア・リテラシー教育に関わる番組、そして小学 5・
6年生を対象とするオンライン形式の体験教室「つながる！ NHKメディア・リテラシー教室」
の 3点について詳述する。文研による調査研究とメディア・リテラシー教育番組については、メ
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ディア・リテラシー教育番組の制作に長年関わり、現在は文研で教育とメディアに関する調査・
研究を行っている宇治橋が、「つながる！ NHKメディア・リテラシー教室」については、アナ
ウンサー及び企画運営として関わった大橋が執筆する。
　
1．放送文化研究所のメディア・リテラシー、偽・誤情報に関する研究
　
　NHK放送文化研究所は、放送局が運営する総合的な放送研究機関として 1946年に設立され、
放送番組や視聴者に関するさまざまな調査研究を行い、豊かな放送文化の継承と発展に取り組ん
でいる（4）。
　文研では、メディア・リテラシーに関する国内外の動向について継続的に報告をまとめるとと
もに、近年は偽・誤情報に関する調査・研究も行っている。
　例えばテレビを中心とするメディア描写の影響を懸念する声が世界的に高まった 1990年代に
は、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどでの子どもとメディアに関する調査結果を報告、
あわせてユネスコの「メディア暴力世界調査」の結果と「自主的・批判的なメディア利用者を育
成するためのメディアリテラシー教育の確立」という提言を取り上げている（5）。
　また、2001年には放送倫理・番組向上機構（BPO）の前身である「放送と青少年に関する委員会」
委員長の原寿雄さんの「子どもにとってのメディア環境を考える」というインタビューで、「市
民と、メディアの関係は、常に鍛え鍛えられる緊張関係であることが必要です。メディア・リテ
ラシーもそういう中のひとつの働き」として、「子どもと番組制作者や放送局との直接対面型の
交流」を行うことが、「子どもたちがメディアを体験的に学ぶ場であり、放送局の人間にとって
も貴重な学習の場になっている」という指摘を掲載している（6）。
　21世紀に入ると、「「子どもに対するテレビの影響」にとどまらず、インターネットや携帯電
話など次々と登場するメディアを含めた新たなメディア環境とどのようにかかわっていくのか」
そして「“子どもだけでなく大人も含めた教育 ”“多様なメディア展開を進める放送機関にとっ
ての重要な課題 ”」という観点から、イギリスのメディア・リテラシー教育の動向と、「双方向
時代のメディア・リテラシー」について報告している（7）。
　さらに、2000年代以後のヨーロッパのメディア・リテラシーをめぐる概況について、ユネス
コや EU（ヨーロッパ共同体）の動向と、BBCなどヨーロッパの公共放送の取り組みを紹介し
ている。その上で「テクノロジーやメディアの開発・普及を進める人々や組織は、プラス・マイ
ナス両面の多様なインパクトを事前に予測できる立場、すべき立場にいることを認識して、開発・
普及の過程に「メディア・リテラシー」の促進や教育の要素を組み込む責任がある」「メディア
環境がどのように変化しても、「メディア・リテラシー」の本質である「クリティカルな思考力
の育成」の視点を見失わないことの重要性」という 2点を今後のポイントとして示している（8）。
　国内の動向については、NHKと民放のメディア・リテラシーへの取り組みを番組と番組以外
とに分け、番組については「広報番組・自己検証番組」「特集番組」「小・中学生や高校生を対
象とした教育番組」に、番組以外については「一般向けの公開施設」「小・中学生や高校生向け
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のイベント」「広報物とウェブサイト」に分類して、それぞれの取り組みの変遷をまとめている。
その上でソーシャルメディア時代にあたり、今後の方向性として、「メディアの送り手からの開
示の必要性」「メディア・リテラシーについて考えられる常設の場が大切」「放送だけでなくイン
ターネットを含む情報の場について考える必要」「放送界全体としての取り組みがますます必要」
「送り手と受け手で協働しながら取り組みを進めていくこと」の 5点を挙げている（9）。
　こうしたメディア・リテラシーに関する国内外の動向を整理した論考とあわせて、近年は特に
偽・誤情報に関する調査・研究も進めている。
　例えば、2018年 6月の大阪府北部の地震の際に Twitterなどで拡散した「京阪脱線」「京セラ
ドーム屋上に亀裂」「シマウマ脱走」などの偽・誤情報と、マスメディアによる打ち消し報道に
ついて考察を行っている（10）。「打ち消し報道は拡散抑制に効果があったが、マスメディア不信に
よる反発も見られた」ことや、「なぜ打ち消し報道を行うのか、その公益性が人びとの納得を得
られるものである必要がある」と指摘している。
　そして「打ち消し報道に際しての留意点」として「正確な情報は拡散力が弱い」「打ち消し報
道はタイミングを見計らう必要がある」「打ち消し報道への抵抗・反発もある」「流言のすべてが
誤情報ではない」「偽画像は巧妙化する」を挙げた上で、「放送の特性と打ち消し報道を考える」
必要を訴えた（11）。
　さらに 2020年 2月、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マスクなどの衛生用品だけでな
く、トイレットペーパーの買いだめが流言により発生したことについて検証を行っている（12）。
実際には流言を信じて買いだめをした人は少なく、多くの人は流言を信じていなかったが、「他
人は流言を信じて買いだめをしているので、このままではトイレットペーパーが手に入らなくな
ってしまう」と思い買いだめをしていた。「流言を否定する情報は、店頭から現実にモノが消え
ているので、説得力を欠いた」「流言が社会に悪影響を及ぼす群衆行動へとエスカレートする前に、
流言の拡散を抑え込まなければならない」と考察している。
　このトイレットペーパーの買いだめについての論考の一部は、NHKが小学生（主に 5年生）
を対象に放送局の仕事や、NHKの番組・サービスについて紹介している「NHKジュニアブック」
にも掲載され、情報を見たり聞いたりしたときにどう行動すればよいのか考えてみようと子ども
たちに問いかけを行っている（13）。偽・誤情報に関しては、マスメディアが行う打ち消し報道も
大事であるが、情報を受けとる側の意識も大事である。
　
2．メディア・リテラシー教育、情報モラル教育に関する番組の系譜
　
　タイトルに「メディアリテラシー」を含む NHK最初の番組は、1997年 1月に教育テレビで
放送された『メディアは今』の「「テレビを読み解く」―カナダ・メディアリテラシーの取り組
み―」である。メディア・リテラシーへの取り組みを先進的に進めているカナダの事例を紹介し
た。その後も 1999年から 2001年にかけて、教育ジャーナル番組『教育トゥデイ』で、メディア・
リテラシーについて取り上げた。
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　近年では「信頼できる情報を見極めるにはどうすればいいのか？デジタル時代を生き抜くため
の知恵を、さまざまな分野の専門家とともに考えていく」不定期放送番組『フェイク・バスター
ズ』（14）や、「『デマ』や『ひぼう中傷』の問題から、コロナ禍で人気が高まる『オンラインサロン』
などの新しいコミュニティーまで、ネット上の様々な動きを取材し、ネット社会がどうあるべき
か」を考えるウェブサイト「#みんなのネット社会」（15）が公開されている。
　こうした特集番組とは別に、メディア・リテラシー教育に関わる定時放送も行っている（表 1）。
メディア・リテラシー教育と銘打った最初の定時番組は、『体験！メディアの ABC』である。番
組は、高度情報化社会の中で日々さまざまなメディアにアクセスする子どもたちに「メディアを
通じて送られてくる情報を主体的に受け取る力」と「メディアを使って伝えたい情報を発信する
力」を育てることをねらいとした。新聞や雑誌、広告など幅広いメディアを扱ったが、中心を放
送として、撮影、照明、音声、音響効果、編集などの手法を具体的に扱った。以後も定時番組が
続き、放送や新聞だけでなくインターネットも取り上げるようになった。なおこれらの番組の一
部は NHKアーカイブスで公開されている（16）。
　
　

　
　
　
　

　2022年度からは新番組『アッ！とメディア～@medeia～』を放送している。「1人 1台時代
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表1　NHKの主なメディア・リテラシー教育番組



に必須となる「メディア・リテラシー」を育む」ことをねらい、2022年度は 10本の番組を放送し、
インターネットで動画配信も行っている（表 2）（17）。番組の舞台はとある中学校の放送委員会。
委員会活動や学校生活の中でさまざまなメディアに接し、課題に直面する中でメディアの特徴や
付き合い方を考える様子を描いている。メディア・リテラシーを身につけていないことによって
起こる勘違いや失敗はドラマで、「メディア」の特徴や社会に及ぼす影響は VTRで伝えている。
　例えば「メディア・リテラシー入門 ～ネットの情報～」の回では、ネットのおすすめニュー
スが放送委員会の生徒と顧問の先生で違うことに気づくシーンから始まり、ポータルサイトのニ
ュースには、誰にでも同じニュースが表示される “トピックス ”と利用者ごとに表示されるニュ
ースが変わる “タイムライン ”があることを紹介する。さらにネットの動画サイトや広告なども
検索履歴やクリックした履歴によって変わることを示した上で、情報を読みといたり発信したり
する能力である「メディア・リテラシー」について解説し、自分で調べて判断することが大事と
している。
　ウェブサイトでは、教師向けの「授業プラン」や、子ども向けの「事前学習用アンケート」「ワ
ークシート」も提供している。新聞、テレビ、写真などの定番だけでなく、ネットの情報やフェ
イクニュース、動画投稿サイトなどの喫緊の課題も取り上げている。
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表2　 『アッ！とメディア～@media～』放送一覧（2022年度 Eテレ）

https://www.nhk.or.jp/school/sougou/atmedia/



　
3．「つながる！NHKメディア・リテラシー教室」について
　
　NHKでは、全国の小学 5・6年生を対象に「つながる！ NHKメディア・リテラシー教室」
を実施している。全国各地の小学校がオンライン形式でつながり、メディア・リテラシーを学べ
る体験教室だ。NHKの社会貢献活動として、2021年から始まり、初年度は 62校、計 93クラ
スを対象に実施した。筆者は立ち上げ当初からアナウンサーとして教室の進行役を担当し、現在
は企画運営を行っている。
　

　
　

　
　
　 

　
（1）メディア・リテラシー教室とは
　この教室では、「送り手の意図を踏まえ情報を読み解く力」や「影響力を意識して情報を発信
できる力」など、メディアとの付き合い方を、具体的な画像や映像を通じて考えていくことを柱
としている。カリキュラムは、現場の先生たちと連携しながら、専門家の監修のもと制作した（監
修は日本大学の中橋雄教授）。各小学校は、主に「社会（情報）」や「総合」の授業として学習に
取り入れている。
　
　教室は、東京都港区にある NHK放送博物館のスタジオから、全国 4つの小学校を Zoomで
つないで実施する。休憩込み 1時間 40分で、主に 4つの内容で構成される。
　
①学校紹介
　画像を最大 3枚使って、自分たちの学校や地域の特色などについて発表する。学校によって、
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地図を使ったり、複数の写真を 1枚に組みあわせたりなどの違いがある。
②画像のアップとルーズ
　子どもたちは、洋菓子店の CMを作るイメージで、用意された 16枚の画像の中から、4枚を
選んで発表する。画像の選び方には送り手の狙いがあること、アップなのかルーズなのかによっ
て、受け手の印象が変わることを学ぶ。
③編集によって印象が変わる？
　「メイク動画で人気の YouTuber」を紹介する番組を視聴する。番組冒頭で、小学生のメイク
について聞く街頭インタビューが流れ、賛成の声が多く紹介される。しかし、取材時には、賛成
と反対は同数だったことを明かす。番組の趣旨や伝えたい目的に沿って、送り手がインタビュー
を編集している可能性について考える。

④この画像加工は OK ？
　「証明写真」「動画共有サイトのアイコン画像」「観光パンフレットの写真」などを題材に、ふ
だん目にする画像の中には、加工されているものもあることを知る。
　
　①と②については、事前に 2時間ほどの授業の中で、クラスの意見をまとめ、発表を準備し
てもらう。当日は、進行役のアナウンサーからの質問や、学校同士で「互いの発表について思っ
たこと」などの交流がある。また、学習のまとめをワークシートに書いていく。
　
（2） 子どもたちの反応
　教室では、実施前と実施後にアンケートを行った。その結果からは、メディアで扱われる情報
に対する理解が進んだことがうかがえる。
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問「テレビ番組や動画コンテンツなどでインタビュー映像が使われるときは、かたよった印
象を与えないように賛成意見と反対意見が同じ数だけ紹介されている。」

→「そう思う」は 51.6％から 33.5％に減少、「そう思わない」が 47.0%から 64.2%に増加

問「観光パンフレットの写真は加工されている場合がある。」
→「そう思う」は 54.8%から 87.1%に増加、「そう思わない」が 44.0%から 11.0%に減少

（2021年度アンケートの平均）
　
　自由記述には「メディアに限らず、情報のあつかい方も再確認させてくれた」「自分はそう思
っても、その人の意見で『あー』って思うことが多かったのでいろんな意見を聞けて良かった」
などといった感想があった。
　
　毎回、教室の最後にも参加した感想を聞いているが、「自分の意見だけでなく、他の人の意見
も取り入れて、○○だなと決めつけずに、しっかり考えることが大事だと思います」というコメ
ントが特に印象に残っている。これは今の時代、大人を含めた私たちにとって、非常に大切なこ
とだと思う。
　
（3） アナウンサーの役割
　この教室は、毎回、様々なアナウンサーが進行役を担当している。進行役として意識している
のは、「子どもたちの多様な意見を否定しない」ことである。狙いと違った意見が出ても、「それ
は思いつかなかったけど、そのとおりだね」と受け止めたり、「周りの意見はどう？」と聞いた
りしながら、「みんなで一緒に考える」ことを大切にしている。
　
　感想の中には、「正解がわからなかった」というような言葉もある。しかし、アップやルーズ
の選び方、編集や画像加工の是非について、正解を教えるのがこの教室の趣旨では無い。あくま
で「メディアは意図をもって構成されている」ことを考えるきっかけになるよう、試行錯誤を重
ねている。
　
（4） 実施する中で感じること
　この教室を実施する中で最も感じるのは、「伝え手のメディア・リテラシーも問われる」とい
うことだ。子どもたちの意見の中には、メディア・リテラシーの観点から言えば、危うい考え方
もある。これまでの実施回では、「政府からの正しい情報を知ることが大切」というような発言
もあったが、私たちが伝えたいのは「様々なメディアを見比べながら、伝え手の意図も想像して
ほしい」ということだ。子どもたちと一緒に考えながら、軌道修正していくためにも、自身のメ
ディア・リテラシーが問われている。
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　また私はこれまで、現場から中継リポートをしたり、撮影した映像を編集したりしてきたが、
そうした行為は、目の前の現実を自分の視点や言葉で切り取っていることでもある。そうした「意
図性」に無自覚になってはいけないことにも、改めて気づかされる。
　
　一方、子どもたちの反応が想定と異なることで、教室の進行に苦労することもある。例えば、
画像加工パートで、動画共有サイトのアイコン画像については、「目立たせるためにある程度の
加工は良い」とか、「嘘になってしまうので、加工のしすぎは良くない」といった意見を期待し
ているのだが、「インターネットで顔を出すのは危ないので、加工したほうがいい」と答える子
が多い。こうした意見も間違いではないものの、ここで深めたいのは、「加工はどこまでなら許
されるのか」ということなので、やや狙いからずれてしまっている。

　

　
　
　
　こうした回答が多くなる背景には、今の子どもたちが、「ネットの危険」を聞く機会が多いこ
とがあると考えている。私たちとしては、メディアと付き合う上での「リスク」や「マナー」と
いったことだけではなく、メディアを主体的に使うことで、人生が豊かになることも含めて伝え
ていきたいと思う。
　
　（5） おわりに
　コロナ禍で学校行事が中止や延期となる中、「コロナでなかなか無理なことを簡単にできて良
かった」「他の学校の子と関われて楽しかった」といった感想も多く、子どもたちにとって、離
れた地域の子どもたちと交流する貴重な機会となっていることがうかがえる。今後は、こうした
機会をより多くの子どもたちに提供できるように、コンテンツや運営の改善にも努めていきたい。
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4．今後に向けて
　
　NHKのメディア・リテラシー教育、偽・誤情報等への取り組みの中から、文研による調査・
研究と、メディア・リテラシー教育に関わる番組については歴史的経緯を中心に、そして「つな
がる！ NHKメディア・リテラシー教室」については、概要と担当者の率直な実感を紹介した。
このほかにも NHKではさまざまな取り組みをこれまでも行ってきたし、現在も行っている。
　以下は私見であるが、これらの取り組みは、誤情報や偽情報に対してどう向き合っていくのか
という喫緊の課題を解決するための対応策を受信者に示す視点も大事であるが、長期的には発信
者としての視点が大事であると考える。自分自身が発信する場面は、デジタル化が進むことでま
すます容易になるであろう。その際に、発信する先にある社会とどう関わっていくのか、自分た
ちの意思で自律的にデジタル社会と関わっていくデジタル・シティズンシップの考え方と重なる
点が多いと考える。
　誤情報や偽情報に対してどう向き合っていくのか、情報を「批判的に」読み取るためにどうす
ればよいのか、という問題は古くて新しい問題である。
　1930年代にラジオ学校放送創設に関わり、後に「放送教育の父」と呼ばれた西本三十二は、
ラジオ放送を学校教育で扱う意味について、次のように述べている。
　「ラヂオの放送を如何に選択し、如何に聞き、又如何に利用し、如何に批判するかといふ事を
学校に於て実際に放送を聴かせる事によって指導しておく事が、やがて児童の現在及び将来の生
活を有効に指導することになる」（18）

　選択することや利用することだけでなく「批判する」ことの重要性と、子どもたちが社会と関
わる「将来の生活を有効に」という指摘は、現在そしてこれからにも通じるものであると考える。
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（1）『映像の世紀 バタフライエフェクト』「映像プロパガンダ戦 嘘と嘘の激突」
 https://www.nhk.jp/p/ts/9N81M92LXV/episode/te/2QL42M7P38/
（2）「青少年のメディア・リテラシー育成に関する放送局の取り組みに対する調査研究」
 https://www.bpo.gr.jp/?p=11369
（3）NHKのご案内　メディア・リテラシー
 https://www.nhk.or.jp/info/about/ml/
（4）NHK放送文化研究所
 https://www.nhk.or.jp/bunken/
（5）小平さち子（1998）「映像描写をめぐる海外の調査研究最新動向」『放送研究と調査』48（8）、pp2-21
（6）「インタビュー 原寿雄さん（「放送と青少年に関する委員会」委員長）「子どもにとってのメディア環境

を」」『放送研究と調査』51（7）、pp106-111
（7）小平さち子（2004）「最新動向リポート イギリスのメディア・リテラシー教育」『放送研究と調査』54
（6）、pp58-71

（8）小平さち子（2012）「「メディア・リテラシー」教育をめぐるヨーロッパの最新動向」 『放送研究と調査』
62（4）、pp40-57

（9）宇治橋祐之（2020）「テレビの読み解きからネットでのコミュニケーションまで
 ～放送局のメディア ･リテラシーへの取り組みの変遷～」『放送研究と調査』70（4）、pp50-73
（10）福長秀彦（2018）「流言 ･デマ ･フェイクニュースとマスメディアの打ち消し報道」『放送研究と調査』

68（11）、pp84-103
（11）福長秀彦（2019）「調査研究ノート SNS時代の誤情報 ･虚偽情報とマスメディアの打ち消し報道
 ～留意すべき事柄を考える～」『放送研究と調査』69（8）、pp100-110
（12）福長秀彦（2020）「新型コロナウイルス感染拡大と流言 ･トイレットペーパー買いだめ」『放送研究と調

査』70（7）、2-24
（13）NHKジュニアブック　https://www.nhk.or.jp/info/digitalbook/junior/
（14）『フェイク・バスターズ』https://www.nhk.jp/p/ts/XKNJM21974/
（15）「#みんなのネット社会」https://www.nhk.or.jp/gendai/comment/0016/
（16）それぞれの番組は NHKアーカイブスの NHK放送史で、映像の一部も含めて公開されている。
 『体験！メディアの ABC』
 https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009042586_00000
 『ティーンズ TV メディアを学ぼう』
 https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009043243_00000
 『メディアのめ』
 https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009042639_00000
 『メディアタイムズ』
 https://www2.nhk.or.jp/archives/tv60bin/detail/index.cgi?das_id=D0009042666_00000
（17）『アッ！とメディア～@media～』https://www.nhk.or.jp/school/sougou/atmedia/
（18）西本三十二（1953）『放送教育の展望 : 放送教育二十年』東洋館出版社 p331
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、019-021

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

放送局の取り組みに学ぶ
　

飯田　豊
立命館大学

　
　
1．放送局によるメディア・リテラシー育成の取り組み
　
　筆者は 2019～ 21年度、放送倫理・番組向上機構［BPO］放送と青少年に関する委員会（青
少年委員会）との共同研究として、2000年代以降に全国各地の放送局で醸成された、青少年の
メディア・リテラシー育成に関する取り組みについての実態調査をおこなった。本調査の全容に
ついては、BPOのウェブサイトに公開されている報告書（1）をご覧いただきたい。
　その一環として、日本民間放送連盟の会員社（以下、民放）と NHKの地域放送局（以下、
NHK）を対象におこなったアンケート調査によれば（2）、過去 20年のあいだに何らかの取り組
みをおこなったと回答した放送局は 95.7％であった。取り組みの種別ごとにみていくと、「青少
年を対象とした局内見学やスタジオ見学など」に取り組んだことがある放送局は、民放で約 92％、
NHKで約 87％に達している。「青少年を対象とした番組制作体験やワークショップなど」に取
り組んだことがある放送局は、民放で約 70％、NHKで約 71％に達している。「小学校、中学校、
高等学校に出向く出前授業など」に取り組んだことがある放送局は、民放で約 65％、NHKで約
58％に達している。長年にわたって継続し、地域に根付いている取り組みも多い。
　
2．ネット時代における取り組みの意義とは
　
　総務省が 2022年 6月に発表した「メディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関す
る調査結果報告」には、偽・誤情報の対策を中心とした諸外国の取り組みが紹介されている（3）。
これを一読すると、教育機関や文化機関をはじめとする多様なステークホルダーの関与・連携が
重要だが、プロジェクトベースの取り組みは継続性に困難がともなうことが分かる。こうした諸
外国の状況にも、放送局を主体とするメディア・リテラシー（ないしメディア情報リテラシー）
育成の継続的な取り組みは類例がなく、世界的にみても稀有な教育実践である。
　その背景には日本固有の事情があった。日本の放送現場でメディア・リテラシーという言葉が
使われるようになったきっかけのひとつは、1994年の松本サリン事件にともなう報道被害に対
する反省であった。また、民放連がメディア・リテラシー活動に関心を向けるようになった直接
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の契機は、1997年以降に社会問題化した凶悪な少年犯罪をきっかけに勃発した Vチップ論争の
顛末である。Vチップとは、表現規制基準（レイティング）対象の番組の受信を制限するために、
受像機に取り付けられる半導体のことである。緊迫した議論を経て Vチップ導入は回避された
が、放送局はさらなる自主規制の徹底を求められるようになった。このふたつの出来事を大きな
転機として、メディア・リテラシー活動の模索が各局で始まり、2000年代以降、いわゆる CSR（企
業の社会的責任）の観点も相まって、局内見学やスタジオ見学、番組制作体験やワークショップ、
出前授業などの取り組みが重視されるようになっていったわけである。
　当初は、テレビの「裏側」をみせてあげるといったサービス精神も強く働いていたことだろう。
ところが、20年のあいだにインターネットやスマートフォンなどが広く普及したことで、こう
した活動の意味合いも根本的に変わってきた。局内見学やスタジオ見学、番組制作体験といった
活動は、放送局に親しんでもらい、ファンを増やすことが期待されるなど、いわゆる「テレビ離
れ」に歯止めをかけるための地道な施策として捉えられるようになった。
　また、出前授業については、ニュース番組ができるまでの業務フローの解説、あるいは局員（記
者、カメラマン、アナウンサーなど）が従事する業務内容の解説（キャリア教育の一環として、
やりがいや体験談などを含む）などが定番だが、近年は「情報を見極める力」、「フェイクニュー
ス」、「情報リテラシー」、「コミュニケーションスキル」など、必ずしも放送業務を主題としない
取り組みも目立っている。たとえば、インターネットのフェイクニュースや誤情報などを事例と
して、情報の信憑性に焦点をあてた活動もみられ、「情報を見極める力」の重要性を理解できる
工夫がなされている。
　こうした観点にもとづく出前授業は、インターネットメディア協会（JIMA）など、ネットメ
ディアの業界団体が独自に取り組んでいる教育実践とも通底する（4）。したがって、放送局によ
るメディア・リテラシー活動の知見や経験の蓄積は、必ずしも放送業界に限らず、広く社会全体
に共有される価値があると考えている。
　
3．「送り手のメディア・リテラシー」からの補助線
　
　かたや筆者は、佐藤卓己がメディア・リテラシーを「あいまいな情報に耐える力」と捉えてい
るように（5）、メディアを支える技術基盤の複雑性がますます高まっていくなかで、その仕組み
を積極的に知ろうと啓発するのではなく、“分からなさ ”を前提とした教育実践こそが重要であ
るとも考えてきた（6）。
　こうした観点からみても、一部の放送局が意識的に取り入れている「送り手のメディア・リテ
ラシー」（7）という概念は、非常に参考になる。放送局員は、みずからが従事する業務について専
門的に説明することはできても、たとえば、放送の将来性について確たるビジョンを持っている
とは限らない。教育実践を通じて、放送の意義や課題について再認識したり、新たな気づきが促
されたりすることがある。青少年とともに謙虚に学び合う姿勢が重要になるわけである。
　知識や理性にもとづく判断が宙吊りになり、感情や情動が無意識的に動員されるインターネッ
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トの弊害を克服するために、目まぐるしい技術革新を延々と後追いすることも、偽・誤情報の蔓
延を下支えする経済圏を正しく理解することも、いずれも現実的ではない。現在進行形の問題に
対して解決の糸口がはっきりしていなくても、まずは利用者同士が安心して語り合える場をつく
ること、ひいては事業者と利用者が対話できる機会を創出することなどを通じて、批判的思考を
じっくりと涵養していくことが望まれる。
──────────────

（1）BPO青少年委員会（2022）『青少年のメディア・リテラシー育成に関する放送局の取り組みに対する調
査研究報告書』

  https://www.bpo.gr.jp/?p=11369 （2022年 9月 20日取得）
（2）NHK地域放送局（首都圏局を含む）54局、および民放連会員社 205社を対象におこなった。調査期間

は 2021年 3月 19日から 5月 10日で、回収率は 80.3％であった。アンケート調査では、取り組みの種
別をあらかじめ以下のように大別し、事例の収集をおこなっている。①「青少年を対象とした局内見学
やスタジオ見学などの実施」、②「青少年を対象とした番組制作体験やワークショップなどの実施」、③
「青少年によるモニター制度（中高生モニターや子ども番組審議会など）の実施、④「小学校、中学校、
高等学校などに出向く出前授業の実施」、⑤「メディアについて学ぶためのパンフレットやウェブサイト
など、教材の制作」、⑥「メディア・リテラシーや放送倫理などを主題とする番組の制作」、⑦「その他」。
ただし、青少年の育成を目的としている取り組みであれば、「メディア・リテラシー」という言葉を掲げ
ているものに限らないこととし、集約の対象とした。

（3）総務省（2022）「メディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査結果報告」 
 https://www.soumu.go.jp/main_content/000820476.pdf （2022年 9月 20日取得）
（4）インターネットメディア協会「メディアリテラシー」 
 https://jima.media/series/media-literacy/ （2022年 9月 20日取得）
（5）佐藤卓己（2019）『流言のメディア史』岩波新書
（6）飯田豊（2021）「技術への問い：メディア・リテラシー論の刷新にむけて」伊藤守編著『ポストメディ

ア・セオリーズ：メディア研究の新展開』ミネルヴァ書房
（7）飯田豊（2016）「送り手のメディア・リテラシー：二〇〇〇年代の到達点、一〇年代の課題と展望」浪田

陽子・柳澤伸司・福間良明編著『メディア・リテラシーの諸相：表象・システム・ジャーナリズム』ミ
ネルヴァ書房
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、022-032

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

総務省の新「リテラシー指針」、異なる視点から読む
　

藤村厚夫
スマートニュースメディア研究所／認定NPO法人ファクトチェック・イニシアティブ 

　
　
1．「リテラシー向上施策」が認識する背景
　
　総務省が 2022年 5月以降「2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方～報告案」（1）、「メデ
ィア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査結果報告」（2）など、ICT活用をめぐる
リテラシー向上策を公表している。偽・誤情報対策に力点を置きながら、その周囲や骨格にメデ
ィア（情報）リテラシーや、比較的新しい教育理念である「デジタル・シティズンシップ」を取
り込んだものだ。
　インターネット、そしてインターネットの上で普及した SNSなど各種サービスの発展で、私
たちを取り巻くメディア（情報）環境は激変を遂げている。そのような環境下で、自分たち、そ
して社会・公共をどう健全に維持していけるのかについて、政府および有識者の知見を網羅した
のが、これらだ。
　
　筆者はネットを活用した（メディア運営者らによる）情報の配信に長く携わってきた。また、
2017年以降は、おもにネット上を流通する情報についての「ファクトチェック」の重要性に着
目し、ファクトチェック団体の活動支援を目的とする NPO活動に取り組んでいる（3）。そのよう
な視点から、今次の総務省や有識者らによる検討の結果と今後の施策には関心を寄せている。と
同時に、その施策という矢が届いていないと思われる部分を感じるものがある。
　そこで本稿では、網羅的な紹介や解説は紙幅の点からも省き（資料を一読されることをお勧め
するが）、ここでは、7月に行われた総務省の田邊光男氏の講演（4）と、そこでの配布資料「ICT

活用のためのリテラシー向上施策の方向性について」（以下「リテラシー向上施策」と略す）か
ら同省が考える施策の目指すところに対し批判的に言及する。不足していると思える箇所につい
て筆者なりの提言も試みることとしたい。
　なお、本稿は、あくまでも個人的視点によるものである。筆者が業務で携わる組織の公的な意
見表明とは異なるものであることをあらかじめお断りしておきたい。
　
　さて、「リテラシー向上施策」の骨子は、私たちが直面する現代的、すなわち新しい情報環境
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の課題についていくつかの事象を取り上げて施策の背景としている。
　それは例えば、
●新型コロナウイルス（とワクチン）やウクライナ情勢をめぐって拡散する偽・誤情報のまん
延

●あるいは、陰謀論のまん延、そこから生じる社会不安、影響工作のリスクに対し、メディア
（情報）リテラシーが重要であること
●「デジタル・シティズンシップ」普及の必要性

　などである。
　これらを念頭に、「リテラシー向上施策」は、今後取り組むべき施策（とその全体像）を描き
あげているのである。

　そこで、本稿では、
●これら背景となるものへの認識に過誤はないか
●導き出される施策（全体像）に過不足はないか

について検討していくことにする。
　
　まず、詳細に分け入る前に、あらかじめこの「リテラシー向上施策」についての筆者の批判的
視点を、大ざっぱながら 3点にしぼり列挙しておく。詳細は追って述べる。
　それは、

1．「ディスインフォメーション（偽情報）」が抱える構造的な問題への視座が希薄であること
2．リテラシー「教育」のスコープ（適用範囲）に偏りがあること
3．「デジタル・シティズンシップ」養成とその拡張の必要性

である。
　以後、これら 3点をめぐって筆者の見解を順に述べていく。
　
2．「ディスインフォメーション」の構造的な問題にどう対処するのか？
　
　「リテラシー向上施策」は、メディアおよび情報流通をめぐる情勢認識において「陰謀論のま
ん延」「（例えば）ウクライナ侵攻をめぐる偽情報の流布」などを顕著な問題としてあげる。
　いわゆる「フェイクニュース」問題といえるが、誤った情報、危険な情報を、「ミスインフォ
メーション」（意図しない誤情報で、意図的な利用でないもの）と「ディスインフォメーション」（悪
意などの意図を持った偽の情報。目的的に用いられる）に腑分けし、後者の意図と社会的影響の
大きさを基準にファクトチェックをするといった従来からの対処法では、リスクを十分に排除し
きれないという事態が確実に生じていることを考えに入れなければならない。
　図示したのは渡部悦和らによる「フェイクニュース」をめぐる用語の定義だ（5）。
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　他国などからわが国に向けられた影響工作としての「情報戦」という視点に立つならば、飛
び交う情報の個々の形式的分類は必ずしも重要でない。むしろ「False（単なる誤りの情報）」と
「Harmful（害のある情報）」とに分類して、後者に向けて取り組みを強化していくべきであるこ
とが、この図からも理解できるだろう。
　また、さらに言えば、それぞれの情報が「事実」か否かも、同様に重要ではない。効果的にわ
が国を攻撃するために用いることができる情報ならば、それが真か偽かさえも重要ではなくなる
からだ。
　図の「Malinformation（害を与えるために利用される事実に基づいた情報）」には、事実と認
められる情報ではあったとしても、それが流布されれば攻撃対象となったわが国に打撃を与えら
れるような種類のものも含む。例えば、政府要人のスキャンダルなどが容易に類推できるだろう
（だから、「わが国の政府要人のスキャンダルを暴くな」と、筆者は主張したいわけではない）。
　このような構造を認識するならば、流布する情報を単発的にとらえても、また、ミスインフォ
メーションかディスインフォメーションかと形式的に分類しファクトチェックをするというだけ
では、引き起こされている（可能性の高い）影響工作に対し効果的な抑止策を実施しているとは
言いがたい。
　偽・誤情報問題や「陰謀論」問題に、諸外国からの安全保障上の脅威という観点を持ち込む「禍々
しさ」に、なかには拒否感を持つ向きもあるとは思う。だが、ディスインフォメーションを構造
的に引き起こされているリスクと見るならば、「情報戦」「影響工作」など国家大の脅威というも
のへの視点を欠かすわけにはいかないだろう。そのような事態がひたひたと押し寄せてきている
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図 1 　「フェイクニュース」に関連する用語の定義（渡部・佐々木による）



ことは残念ながら現実である。
　もちろん、「リテラシー向上施策」でもこれを無視しているわけではない。「我が国のサイバー
安全保障の確保」（笹川平和財団）（6）の提言、すなわち、

　ディスインフォーメションやマイクロターゲティング広告による影響工作は、国民一人ひ
とりの認知領域をターゲットにした攻撃でもある。そのため、個人がニュース等の情報に接
した際に、情報のソースやバイアス等を確認するリテラシーの涵養が重要である。

　と触れられてはいるが、それで十分とは思えない。
　2022年 2月以後に顕著になったウクライナ侵攻、やはり 22年 8月に起きた米ペロシ下院議
長の台湾訪問をめぐるさや当てなど、わが国を取り巻く地政学的リスクは一挙に顕在化している
（もちろん、ロシア・中国に加えて北朝鮮の存在も無視できない）。それがわが国におけるメディ
ア（情報）環境にも影響を及ぼしている可能性がある点には、よりいっそうの注意が必要だろう。
　このような点について、「リテラシー向上施策」では、他国からの潜在的攻勢にさらされる環
境下で、メディア（情報）リテラシーが向き合わなければならない重層的なリスクに対する取り
扱いが希薄であるのは、今後に向けての懸念材料と考える。
　もう少し踏み込んで筆者の見解を述べておきたい。
　最初は、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐる情報戦だ。2014年のクリミア併合以降、ロシ
アはことあるごとに「ウクライナのナチ化の阻止（ネオナチ勢力がウクライナ・東部ドンバス地
域の親ロシア系住民を脅かしている）」を喧伝し、ロシアの侵攻、戦いの大義としてきた。2022

年 2月の侵攻当初にも、このキャンペーンが駆動されたわけだが、キャンペーンの欺瞞性が各
方面から否定されるにつれ、「侵攻の大義」はポイントを次々と変えていった。
　現在は「ウクライナの背後にいるアメリカがロシアを滅ぼそうとしている」との西洋対ユーラ
シアという文明史的謀略論にまでその焦点は昇華してしまった。
　その過程で、ロシアは「侵攻は大げさに取り上げられすぎている」「ウクライナは被害を演出
している（侵攻前の映像を用いて、血糊を兵士に塗ってウクライナが被害を演出しているとする
動画が拡散）」「屍体収容袋から生きた人が出てきた（これもウクライナの被害演出だとの主張）」
「ロシアの TVリポーターの近くにウクライナからの砲弾が着弾する（という明らかに不自然な
映像）」など偽情報の制作と流布を次々と行っている（BBCの報道（7）、日本経済新聞の報道（8））。
　これらはロシアからの国際世論に向けた影響工作の一環と位置づけられるものだが（ウクライ
ナ侵攻に対する国際世論を、中立的もしくは支持的なものへと変化させようとの意図をもった影
響工作）、もっと直接的に日本を標的とした情報工作も顕在化している。
　「ロシアの政府系メディアが、日本国内最大級のポータルサイト・ヤフージャパンのニュース
配信サービス『ヤフーニュース』の読者コメント欄をロシア語に翻訳して転載する際、元の投稿
の文章を改ざん・加筆した疑いがある」と指摘された（9）。
　ロシアのメディアが、コメントの原文にない「日本は米国の『スカートの下』に隠れるのはや
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める時だ」といった、米国不信をあおる文言を偽造して付け加えていた。他の記事のコメントで
も「（在日米軍の）基地をなくしてください。そうすればすべてうまくいくだろう」といったコ
メントを 20件以上偽造している。

　いずれも、日本人のコメント投稿が、対米批判に彩られているように仮装するもので、ロシア
のメディアによる組織的、意図的な情報工作として見られる。日米同盟についての国際世論の分
断や、その反米論的情報が日本へと逆輸入されることが懸念されるわけだが、原文を掲載したヤ
フーでは具体的な対処はしあぐねている状態だと、毎日新聞は報じている。
　上述したのは、ロシアによる対日情報工作の片鱗として見られるが、残念なことに、脅威はロ
シアからだけに止まらない。
　「事件化」まではしていないものの、2021年秋の自民党総裁選をめぐって「公安調査庁の元幹
部は『証拠は見せられない』と断った上で、党内対立をあおる投稿は中国発が多かったと語る。
発信は北京時間の午前 9時から午後 5時の間が目立ち、組織的な関与を裏付けると話す」（10）と
いうような、わが国の分断を狙った影響工作の存在が具体性を帯びて報道されるようになっている。
　台湾デジタル発展部のオードリー・タン（唐鳳）氏は、台湾と日本の分断を煽るためと見られ
る「台湾人が安倍（元首相）氏の死去を喜んでいる」との書き込みが、日本のネット掲示板に大
量に生じたとする台湾のシンクタンク「中央研究院」による分析を紹介している（11）。
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図2　 日本経済新聞「ロシア、口実捏造の軌跡　映像・SNSでフェイク分析」の画面



　
　本稿を読む読者のなかには、ここでも「中露と日本は、実際に戦争状態に入っているわけでも
ないのに、安全保障的な視点を強調しすぎるべきでない」というような見方があるかもしれない。
だが、情報戦は、今次のウクライナ侵攻をめぐって起きたように、実際の戦闘行為と同期して行
われるだけではない。

　情報戦は、危機、紛争、戦争のみならず、平時においても行われています。世論に影響を
与えるために、あるいは意思決定者にある種の行動をとらせるために、政府機関、政治指導者、
あるいは報道機関を攻撃するかどうかにかかわらず、情報戦の最終的な標的は人間の認知で
す。このため、情報戦は説得作戦、影響作戦（工作）、心理作戦などと呼ばれることもあります。
（前掲：渡部・佐々木）

　むしろ有事勃発前、すなわち「平時」に先行して水面下で進行するものであることを念頭にお
いておく必要がある。
　名実ともにわが国がロシアから「非友好国」と名指しされる関係となってしまったいま（12）、「日
本政府が運営するサイトなどで障害が発生した問題について、ロシアを支持するハッカー集団が
7日、日本政府に『宣戦布告』するとの動画を SNSに投稿しました」（13）と報道されるように、「非
国家主体による非正規戦であるグレーゾーン戦」（前掲：渡部・佐々木による定義）は既に始ま
っていると身構えるのが正常な防御姿勢だろう。
　
　このように、組織され構造化された情報戦に対抗していくには、わが国の側でも、国のレベル
での技術的対策強化の必要性はもちろん、市民や企業など民間における自主的な防衛策を積み上
げていく必要がある。というのも、近年、民間を狙って猛威をふるうマルウェア「Emotet」に
ついても、ロシアの影響が指摘されてもいるからだ（14）。影響工作などの攻撃は、特定の政府関
連機関を狙うとは限らない。民間（企業や大切なライフライン）が狙われることが残念ながら常
態だ。メディア（情報）リテラシーの充実と、マルウェアなどへの情報セキュリティ対策はリテ
ラシー領域とも重なりあっているのだ。
　
3．リテラシー「教育」のスコープ（適用範囲）に偏り
　
　「リテラシー向上施策」に含まれるスライド「リテラシー向上施策：全体像」を以下に図示する。
これを概観すると、「リテラシー向上施策」が「若年層向け施策」に偏っていることが顕著に浮
かび上がる。
　仕事でも、私事においても膨大な情報の受発信にさらされる「成年層」はもちろんのこと、さ
らに「高齢層」向けのリテラシー向上施策が、若年層向けと同様に、あるいはより強く求められ
ることは、筆者には自明だ。
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　メディア（情報）リテラシーをめぐっては、情報機器を活用することのリスクを指摘する声が、
特に教育分野などで依然として多い。いわゆる「情報モラル」指向の議論だ。だが、リスクはデ
ジタル活用への忌避感、端的に言えばスマートフォン（スマホ）活用の弱さなどを突いてくるこ
とも多々ある点に注意が必要だ。オンラインを含めた「特殊詐欺」の手口にその一端が見られる（15）。
　そのため、筆者は、メディア（情報）リテラシー教育や啓発活動の対象は全世代にわたってい
るべきだと考える。
　さらに懸念は、65歳以上といった「高齢層」におけるメディア（情報）をめぐる行動態様の
特性そのものについても生じている。田中辰雄らの研究（16）では、

 （政治的な分極度調査において、「保守」「リベラル」は）どちらでも概ね年齢があがるにつ
れて値があがっており、政治的に過激化していることがわかる。ネット上では「高齢者ネト
ウヨ」という表現があり、高齢者の強い右翼的言動が話題になるが、高齢者が過激なのは保
守側だけでなく、リベラル側も同様である。すなわち、ここで見た年齢効果は保守だけの現
象ではなく、保守・リベラルに共通の一般的な傾向である。

と、中高年において政治的に過激度が増すという調査結果が示されている（年齢別の「分極度」
の調査）。スマホ利用頻度の低さが、情報をめぐるリスクからの「安全」を必ずしも担保しない
ことが示唆されるのである。
　この点について筆者は、10代および 50代のメディア接触時間の比較を示し、50代（以上の
高齢層）の「テレビ」視聴への強い固着を指摘したことがある（17）。田中らの指摘する高齢層の「過
激化」とテレビ視聴習慣がなんらか影響関係にないのか、今後より深く検討されるべきだと考え
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図3　総務省におけるIT活用のためのリテラシー向上施策：全体像



ている。

　対して、「（Z世代の）若者はデマを検知する能力において他世代に比較して自信をもっている」
とする調査結果が最近現れている（18）。米ポインター研究所と Googleらが協力して行った 2022

年 8月の調査結果である。この世代は他に比べて、検索エンジンなどで得た情報を他に共有した
りする前に、その根拠を確かめるなど一歩踏み込んだ検討をする比率が高いというのだ。これは、
情報モラル教育の必要性を声高に主張する考えに対してある種のアンチテーゼともなる話題だ。
　もっとも、この調査結果が「自己申告」に基づく成果であることから、若者が先行世代に比
して十分に偽・誤情報への耐性を有しているとは言い切れない側面があるとする指摘もあるの
だが（19）。
　
　このように、新たなメディア（情報）リテラシー教育を検討した「リテラシー向上施策」が、
依然として「若年層向け施策」へと傾斜するのに対し、筆者は懐疑的である。むしろ全世代にわ
たりメディア（情報）リテラシーの教育や啓発事業が必要という方向性に、考えはたどり着く。
　2022年より「情報Ⅰ」が高等学校の共通必履修科目となったが、盛りだくさんな内容に比し
て「メディア（情報）リテラシー」「フェイクニュース」への言及は薄く、到底実践的なものと
は言えない。
　たとえば、ある教科書では（20）、

　インターネットの普及により、個人が世界に情報を発信できるようになった。マスメディ
アの情報発信では、編集段階で情報の信憑性に問題ないかの確認作業が行われるいっぽうで、
個人の情報発信では、その内容が正しいかどうかの検討がされないまま公開されてしまうこ
とも多い。また、フェイクニュースのように、うその情報が流れることもある。したがって、
情報を受信する側には情報の信憑性を見極める力が求められる。

といった程度の軽微な記述に止まっている。偽情報の背景にある構造的なリスクに視線が届くは
ずもない。
　
　青少年教育に偏した施策は、ややもすると「青少年をリスクから遠ざける」という「情報モラ
ル教育」に傾きがちだ。むろん、青少年の周囲からリスク要因を排除していくこと自体を間違い
とまでは言いえないが、“怖いもの ”から遠ざけるだけでは、その実態を正確に把握した上でそ
れを正しく拒否する（正しく怖がる）という主体性が育ちようもない。
　端的にいって、“スマホネイティブ ”な層に向かい「スマホの怖さ」を喧伝しても得られる意
義や効果が薄い。 むしろスマホネイティブ層から、全世代にわたるリテラシー向上のための社
会活動を担うようなリーダーを養成していくことこそ重要ではないだろうか。
　その点、「情報モラル教育」一辺倒でなく、よりデジタルへの主体的な取り組みを意図した「デ
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ジタル・シティズンシップ」への流れが、総務省や専門家による施策にも取り込まれようという
動きがあるのは、肯定すべき動向だ。
　「デジタル・シティズンシップ」とは、端的にいって、「デジタル技術を使いこなしながら、よ
り良い社会づくりに参画していく能力」のことだと要約できる。
　この分野に詳しい坂本旬は、

　欧州評議会によるとデジタル・シティズンシップとは、「効果的なコミュニケーションと
創造のスキルを用いて、デジタル環境に積極的、批判的、能力を持って関わり、テクノロジ
ーの責任ある使用によって、人間の権利と尊厳を尊重した社会参加を実践する能力」（Council 

of Europe, Digital Citizenship and Digital Citizenship Education）です。こちらの定義の方
がより明瞭です。つまり、デジタル・シティズンシップはモラル（道徳）ではなく、「人間
の権利と尊厳を尊重した社会参加を実践する能力」なのです。

と述べる（21）。坂本らは、青少年教育として、「情報モラル」教育から「デジタル・シティズンシップ」
教育を唱道するわけだが、筆者はさらに、青少年教育という枠組みを越えて全世代にわたるメデ
ィア（情報）リテラシー教育もしくは啓発活動への理路として、「デジタル・シティズンシップ」
の可能性を考えていきたい。
　   

4．「デジタル・シティズンシップ」の養成とその拡張が必要
　
　市民の側からの自主的な偽・誤情報対策や情報セキュリティ対策となる啓発、研修活動が重要
である旨を述べてきた。スマホネイティブな環境に育ったリーダーによって、このような市民の
側からの自主的な啓発、研修活動を担う運動が形成されるべきだろうと考える。
　その理由をあげておく。

●画一化しアップデート頻度の低い教育制度では、デジタルと情報をめぐるリスクの変化に追
随できない

●スマホネイティブであるような教員が決定的に不足している（そのため、実践的な教育に弱
みがある）

●偽・誤情報への対策活動は、場合によっては、国（政府）を含む特定の政治勢力からも独立
的であるべき（強権的国家が、反「偽・誤情報」キャンペーンを主導したり、「フェイクニ
ュース法案」を制定するといったケースが、ロシアをはじめとしていくつも指摘される）

　したがって、国家施策による枠組みが求められるのと同時に、アップデートを続ける内容にお
いては、特定の権力や政治組織への過度な依存を避け、市民に開かれた事業、活動の方向を目指
すべきである。その意味でも何らかの非営利独立法人が中心となって、資格制度などを開発し、
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啓発すべき内容のプログラム化や講師となる人材に与え
る資格などを運用しつつ、各地域・各職場などで行われ
る啓発活動では、一定の自由さと非営利性を両立するも
のとしたい。
　
　また、行われる活動は、スマホやタブレットなどを使
った実践的な内容でありたい。ボランティアである講師
には、知識や教育スキルにおける品質管理上の枠組みと
して「資格」が求められる一方、研修プログラムの画一
化（固定化）は、前述したように、頻繁な情報アップデ
ートの阻害要因にならないようにする必要がある。国や
自治体はこのような自主的活動をバックアップできるよ
う制度設計に配慮すべきだろう。
　演習を前提とする実践的内容とするヒントとして、筆
者が携わる組織が開発し、無償で教育現場に提供してい
るスマホで使えるオンラインゲーム「To Share or Not 

to Share」（22）があげられる。これは SNSを模しており、
面白い話題を友人に共有するとフォロワーが増える（つ
まり、SNS上の人気者となれる）。だが、話題には偽・誤情報が含まれておりそれを共有すると
マイナスとなる。ゲーム感覚で情報共有のリスクをシミュレーションして気づきを得られるわけ
だ。
　現在は大学生、高校生向けだが、高齢層も意識したものとすれば、スマホ操作などに習熟する
過程とともに、偽・誤情報に対するリテラシーも学ぶことができるだろう。
　
　もちろん、これらの実践的な教育や啓発を、単に「デジタルスキル」のアップデートというだ
けに終わらせてはならない。そのためにも、世代を通貫するメッセージとして「デジタル・シテ
ィズンシップ」の考え方を積極的に取り入れていくべきだ。そのような背骨があってこそのメデ
ィア（情報）リテラシー向上施策であることが望ましい。
　青少年教育の方法としての「デジタル・シティズンシップ」を一段拡張し、全世代にわたって
デジタル手段へのアクセスと習熟を進める。そして、デジタルが果たす可能性をより善き社会参
加、民主主義の基本原則と不即不離なものとするための背骨となる役割が求められる。
　スマホネイティブな層にとって、スマホ経由で得られる情報は、自分が仲間と円滑なコミュニ
ケーションを行っていく際の有用な材料、すなわちキャッチボールにおけるボールという側面が
強い。だが、善き社会への参画者には、情報は、キャッチボールのボールであるのと同時に、凶
器ともなり得ることを深く認識しなければならない。さらに、その情報が正しければ社会を広く、
深く理解もできる有用なものとなる一方、誤った、あるいは偽情報であれば、自分を含め多くの
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人々が誤った判断や行動、最悪の場合は益のない紛争にまで引きずり込んでしまうものでもある
ことも学ばなければならない。その点においては世代上の優劣はない。
　現代は、デジタルの力をテコにして画期的な発展期を迎える一方で、情報の力が私たちの社会
に分断という楔を打ち込みかねない、また、国と国が情報戦という姿なき戦闘を交わす危機に満
ちた時代でもある。このような時代を歩む市民にとってのメディア（情報）リテラシーがいまま
さに望まれているのである。
──────────────

（1）https://www.soumu.go.jp/main_content/000813021.pdf
（2）https://www.soumu.go.jp/main_content/000820476.pdf
（3）ファクトチェック・イニシアティブ https://fij.info/
（4）LINEみらい財団主催シンポジウム「子どもたちのデジタル社会への参加に向けた環境づくり─ OECD

デジタル環境の子どもに関する理事会勧告の観点から子どもたちのウェルビーイング、シチズンシップ
を考える─」

（5）渡部悦和・佐々木孝博『現代戦争論̶̶超「超限戦」』
（6）https://www.spf.org/security/programs/V20190222.html 
（7）BBC「【解説】 ウクライナ侵攻は『でっちあげ』というネットの偽情報」
 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60657780
（8）日本経済新聞「ロシア、口実捏造の軌跡　映像・SNSでフェイク分析」
 https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/russia-fake-news/
（9）毎日新聞「露、ヤフコメ改ざん　政府系メディア、日本人装い情報工作か」
 https://mainichi.jp/articles/20220101/ddp/001/030/012000c
（10）日本経済新聞「狙われる自民党総裁選　世論分断に中国・ロシアの影」
 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE125X70S2A810C2000000/
（11）朝日新聞「激化する情報戦、『天才』に秘策あり オードリー・タン氏独占取材」
 https://digital.asahi.com/articles/ASQ8V6GR8Q8TUHBI050.html
（12）朝日新聞「ロシア政府、日本・米国・EUなどを『非友好国』に　制裁に対抗か」
 https://digital.asahi.com/articles/ASQ382GJDQ37UHBI03T.html
（13）日テレ NEWS「露ハッカー集団『キルネット』日本政府に “宣戦布告 ”動画を SNSに投稿　日本は

『反ロシアキャンペーンを行っている』」 
 https://news.ntv.co.jp/category/international/b49898a388bf4f38b872f058532af2c2
（14）日経クロステック「『消滅したはず』Emotetの感染リスク急拡大、ウクライナ侵攻と個情法改正も絡み

合う」 
 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00989/032900079/
（15）例：朝日新聞「女性軍医名乗り『あなたの街で生活したい』　ロマンス詐欺の手口は」
 https://digital.asahi.com/articles/ASQ807H25Q84PTJB01V.html
（16）田中辰雄・浜屋敏『ネットは社会を分断しない』
（17）坂本旬・山脇岳志『メディアリテラシー　吟味思考を育む』第 1章
（18）「情報リテラシーに関するグローバル調査 オンライン上の虚偽・誤解を招く情報をめぐる世代間の行

動と懸念の把握（A Global Study on Information Literacy Understanding generational behaviors and 
concerns around false and misleading information online）」

  https://www.poynter.org/wp-content/uploads/2022/08/A-Global-Study-on-Information-Literacy-1.pdf
（19）例：Abby Ohlheiser「グーグルが調べた『若者はネットのデマに強い』は本当か？」
 https://www.technologyreview.jp/s/283090/google-examines-how-different-generations-handle-

misinformation/
（20） 黒上晴夫・堀田龍也・村井純編『情報Ⅰ』第 2章
（21）「デジタル時代のシティズンシップとしてのデジタル・シティズンシップ」
 https://note.com/junsakamoto/n/nb89af34b685b
（22）https://media-literacy.smartnews-smri.com/
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法政大学図書館司書課程

メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、033-047

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

情報爆発時代に求められるメディア情報リテラシー教育
　

山口真一
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

　
　
1．はじめに
　
　インターネットが普及し、誰もが自由に情報発信・共有できる「人類総メディア時代」が到来
した。世界の情報流通量は指数関数的に増加し、情報にあふれる高度情報化社会を迎え、人々は
その利便性を享受している。
　しかしそれに伴い、多くの問題も指摘されるようになってきた。山口（2022）は主たる問題
を以下の 3つに整理している。
　
　①　インターネットによる情報の偏り、意見の極端化、社会の分断
　②　偽・誤情報の蔓延
　③　インターネット上の誹謗中傷、ネット炎上
　
　①については、インターネットにおける選択的接触による意見の増幅・強化は民主主義を危機
にさらすと、憲法学者の Sunstein（2001）は古くから警告していた。人は同類性（homophily）
を持っており、同じような属性や価値観を持つ人とつながることを好む。その結果、選択的接触
によって自分と同じ意見の人ばかりと交流をし、自分と同じ意見ばかりがあらゆる方向から返って
くる閉じられたコミュニティでコミュニケーションを繰り返すと、やがて集団極性化によって意見
がより強くなっていく（エコーチェンバー現象）。また、ソーシャルメディアや検索サービスの
アルゴリズムがそれを助長する、フィルターバブルという現象も存在する（Pariser, 2011）。さ
らに、Yamaguchi（2022）は、そもそもインターネットには極端な意見の持ち主ほど大量に投稿
するバイアスがあり、そのバイアスは人々の関心が高いテーマほど大きくなることを示している。
　②については、とりわけ 2016年の米国大統領選挙以降、世界中で偽・誤情報が問題視される
ようになってきている。当該選挙直前には、主要メディアの選挙ニュースよりも、偽の選挙ニュ
ースの方が、Facebook上で多くのエンゲージメントを獲得していたことが分かっている（Allcott 

& Gentzkow, 2017）。具体的には、トランプ氏に有利な偽・誤情報は約 3,000万回、クリントン
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氏に有利な偽・誤情報は約 760万回、合計約 3,760万回もシェアされたという。このような偽・
誤情報は様々な国の選挙で広まっているだけでなく、新型コロナウイルスやコロナワクチン、ロ
シアのウクライナ侵攻など、大きな出来事が起きるたびに大量に拡散されている。
　③については、インターネットテレビ番組に出演していたプロレスラーの木村花さん（享年
22歳）が、番組の内容を基としたソーシャルメディアでの誹謗中傷を背景に、2020年 5月に自
ら亡くなってしまったのは記憶に新しい。シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所（2022）
の調査では、2021年の炎上発生件数は 1,766件であった。一年は 365日しかないので、一日あ
たり約 5件発生しているといえ、今日もどこかで誰かが燃えているのが炎上の現実なのである。
　これらの問題は、インターネットが普及する前から存在していた。偽・誤情報も誹謗中傷も存
在し、人々は自分の都合の良い情報を集めがちだった。ソーシャルメディアという道具（ツール）
が普及し、情報量が指数関数的に増加したことにより、それらの問題の規模が圧倒的に大きくな
ったのである。
　
2．現在の日本のメディア情報リテラシー関連教育の状況と問題点
　
　このような社会において、人々が、人類総メディア時代の恩恵を最大限に得て、ネガティブな
面を最小限に抑えるには、メディア情報リテラシー教育の充実が欠かせない。メディア情報リテ
ラシーとは、国連やユネスコが世界中で進めている教育運動の中核にあるものである。メディア
リテラシーと情報リテラシーを統合したものであるが、ニュースリテラシーやデジタルリテラシ
ーの概念も含める多元的なリテラシーである。そして、インターネット上のヘイトスピーチや偽・
誤情報といった諸課題は個人の行為に矮小化される情報モラルではないため、日常的な学習の中
に、メディア情報リテラシー教育を充実させることが対策として重要だと、ユネスコ、OECD、
EU などで指摘されている （坂本 , 2022）。
　実際、海外ではメディア情報リテラシーに関する教育・啓発がかなり充実している。英国では
中等・高等教育でのメディア学の科目が発達しており、13 歳からほとんどの生徒が受講する教
育の修了目標では、生徒は批判的思考や意思決定・メディアの役割に関する知識と理解など広範
な知識が求められている。フィンランド、ハンガリー、チェコでは国が学校で教えるメディアリ
テラシーの枠組みを決定し、そのうえで学校にある程度の柔軟性を持たせる仕組みをとっている。
ドイツでは学校でのメディアリテラシー教育のほとんどが必修科目として行われ、各州によって
もカリキュラムが異なっている（McDougall, 2018）。米国では、メディア情報リテラシー教育
として、チェックリスト方式で情報をチェックする方法の講義が広く行われている。チェックリ
ストとは、特定の言説やニュースの信頼性・信憑性を確認するにあたり、適時性・内容の正確性・
情報発信者の意図・ウェブサイトの URL・筆者の連絡先は掲載されているか、などの項目を 1

つずつ確認していく手法である（耳塚 , 2020）。
　対して日本においては、情報モラルを含む情報活用能力に関する教育は比較的充実しており児
童がプログラミングなどの技術を習得できるような取り組みも始まっている。ただしこれについ
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てもいくつかの課題が指摘されている。
　例えば情報活用能力の調査の結果、小・中・高に共通する傾向として、ある特定の表などに整
理された情報を読み取ったり解釈したりすることはできるが、複数の情報が階層的になっている
ウェブページから目的に応じて特定の情報を見つけ出し関連付ける問題の正答率が低かった。ま
た、基本的な情報モラルは理解しているが、情報の発信・伝達の際に他者の権利を踏まえて適切
に対処することに課題があること、不正請求のメールやウェブサイトなどの対処に課題があるこ
となどが分かっている。これらの問題については、情報活用能力については児童生徒の経験差が
大きく影響しており、教育方法や教育体制が学校現場に十分行き渡っていないため、各学校の学
習活動の充実が必要であることが指摘されている（堀田・佐藤 , 2019）。また坂本（2022）は、
日本の情報モラル教育は「問題発生の予防的な側面を主に担うもの」としてリスク回避に重点が
置かれており、ポジティブな IT 利用やそのために必要なデジタル・アイデンティティ形成とい
う視点を有していないことを問題視している。
　そして、メディアに関する教育もまだ充実しているとは言い難い。大学教育ではメディアに関
する授業も存在するが、初等・中等教育では諸外国のような体系だったものは乏しい。新井（2018）
は、25,000 人を対象とした基礎読解力のリーディングスキルテストによって、日本の中学生・
高校生が教科書レベルの文章を正確に読解できていないことを示した。この結果は、この情報社
会で溢れている様々な情報の読解に影響していると予想される。堀田・佐藤（2019）はこうし
た状況を受け、メディアとしてのインターネットに関する知識を身につけさせることが必要だと
指摘する。以上のように、メディア情報リテラシー教育といわれるものは、子供の頃からの体系
だったカリキュラムとしては未だ課題があり、IT 企業の実施している出前授業や大学の講義な
どで補塡している状況といえる。
　では、どのような教育が求められるか。筆者がまず第一歩として重要だと考えているのは、情
報の発信・受信双方に関する教育である。現在の情報モラル教育でも、発信に関する教育は充実
している。インターネット上での言葉遣いも良識に従い、差別表現や誹謗中傷は自制する必要が
あるということ、他人を傷つけるようなことを言ってはいけないことなどは教えられている。し
かしそれに加えて、侮辱的な投稿や偽・誤情報を基とした中傷を書き込むことで、罪に問われる
ことの啓発も大切だろう。名誉棄損罪や侮辱罪が成立することもあるし、民事訴訟で数百万円の
損害賠償が成立したこともある。安易に他人を傷つけた代償が自分にも返ってくるということは
広く周知しておくことが大切だ。
　そして、情報の受信の教育も求められる。インターネット上の情報は常に極端な意見が出やす
いというバイアスがあり、一部の人の声が大きく発信・拡散されていること、フィルターバブル
やエコーチェンバーによって人々が自分の見たい情報ばかりに晒されていること、偽・誤情報が
既に我々の身近に存在することや、誰でも騙され得ることなど……である。
　フィルターバブルなどは人の力ではどうしようもない面もあり、完全に避けることは不可能で
ある。また、AIを駆使して本物のように見せかけたディープフェイク画像や動画を、人間の目
で偽物かどうか区別するのも困難だ。しかしながら、このような情報の偏りやフェイクの存在を
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知らずに大量の情報に接するのと、知って接するのでは全く異なる。このような情報の受信の教
育は欠かせない。そのうえで、具体的にどのように身を守ればよいのかを教育・啓発していくの
が有効だろう。
　なお、ここでは学校教育をメインで記しているが、山口（2022）は、偽・誤情報を誤ってい
ると気付かないのはむしろ年齢の高い人に多いということを明らかにしている。つまり、老若男
女問わず国民全体にこのような教育・啓発をしていくことが重要である。そのためには、企業の
研修に盛り込んだり、自治体の講習を開催したりといったことで地道に広めていくしかないだろ
う。企業がメディア情報リテラシーについて研修を行うことは、無用な炎上リスクや、偽・誤情
報に騙されるリスクを避けることにもつながり、ひいては企業にとってもプラスになる。
　ただし、Lyons et al. （2021）では、自分の情報真偽判断能力を過信している人ほど、偽・誤
情報に騙されやすいということが明らかになっている。このことは、能力以上に「自分はメディ
アリテラシーが高い」と中途半端に思わせてしまうと、むしろ偽・誤情報が社会に広まりやすく
なるということを示唆している。そういった危険性まで含め、メディアや情報について丁寧に教
育・啓発し、具体的に身を守る方法まで広めることが求められる。そのうえで、ソーシャルメデ
ィアを忌避するのではなく、ソーシャルメディアという革新的なツールやその他の IT をポジテ
ィブに活用していく方法を教育・啓発していくことが重要だろう。
　
3．総務省「インターネットとの向き合い方　ニセ・誤情報に騙されないために」の開発
　
　以上のような状況を踏まえ、総務省では近年、メディア情報リテラシーを高めることに注力し
ている。プラットフォームサービスに関する研究会の第二次とりまとめ（総務省 , 2022a）でも
違法・有害情報への対応として「ユーザに対する情報モラル及び ICTリテラシー（1）の向上のた
めの啓発活動」を大きく取り上げている。また、一般社団法人セーファーインターネット協会が
事務局を務める Disinformation対策フォーラム（筆者も構成員を務める）でも、リテラシー向
上の取組が重要であることが指摘されている。当該フォーラムは、総務省の報告書を受けて、産
官学が一堂に会して議論する場として設けられたものである。
　このような背景から、筆者は 2022年に、総務省及びみずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会
社と共に、偽・誤情報に関する教育啓発教材を作成し、講座による実証を行った。本節からその
内容について報告する。
　まず、啓発教材の作成に当たっては、主に EUで活用されている幅広い年齢層のメディアリテ
ラシーの向上を図るプログラム「GET YOUR FACTS STRAIGHT!」（ALL DIGITAL AISBLが
開発）と、同じく EUで短時間での偽・誤情報に関するリテラシー教育プログラムに活用されて
いる「Spot and Fight Disinformation」を参照した。また、日本ならではの事情や事例があるため、
用いる事例は想定される国内受講生のなじみ深いものとし、これまでの偽・誤情報に関する各種
国内調査、啓発コンテンツ、教材を適宜参考にしてオリジナルのものを作成した。
　対象は高校生以上とし、若年層～成人世代まで幅広く対象とできる内容とした。講座時間は、
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長時間のプログラムは普及しにくいことや、海外でも脱落者が多く出ていることから、検証テス
トを除いた講座単体の時間を 1時間以内に収まるように設計し、テストを含めても、大学の講
義時間（90分）程度に収まるものとした。また、昨今の新型コロナウイルスの影響や、今後幅
広く講座を普及させる観点から、オンラインで実施可能な内容とした。
　学習目標としては、次の 10項目を定めている。これは、「GET YOUR FACTS STRAIGHT!」
の 10個の学習目標をアレンジしたものとなる。
　

1．ニセ・誤情報の特徴を理解する。
2．誤解を招くような情報の種類を理解する。
3．自分が騙されることもあることと、騙される理由を理解する。
4．自分を欺く目的でニセ情報が発信される理由（動機）を理解する。
5．誤った情報を信じたり共有したりすることが、社会や自分にとってどのような影響を及ぼ
すかを理解する。

6．アルゴリズムが、インターネット上で見るものにどのような影響を与えるか理解する。
7．信頼できる情報源にはどのようなものがあるか知る。
8．情報を確認する方法を知る。
9．情報との適切な接し方を知る。

10．事実と意見の区別の重要性と、世の中には多様な意見があることを理解する。
　
　作成に当たっては、2名の監修者が監修を行い、7名の有識者からなる研究会を立ち上げて議
論をした（上記学習目標もそこでの議論を踏まえて作成されたものである）。筆者は監修者と研
究会の座長を務めた。作成したのは教育啓発に用いるスライド資料と教師向けマニュアルである。
スライド資料はどのレベルの受講者でもわかる表現とし、編集が容易な ppt形式とした。教師向
けマニュアルでは、各スライドで話す内容を詳細に記載し、読めば講座が実施できるようにした。
　講座のスライド資料は図 1のような内容となっている。大きく分けて 5つで構成されており、
偽・誤情報とは何かという定義、偽・誤情報になぜ人々は騙されて拡散してしまうのかといった
メカニズム、騙されたらどうなってしまうか、騙されないために何ができるか、まとめ、となっ
ている。
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図1　講座のスライド資料の表紙と目次
出典：総務省（2022b）



　
4．啓発教育教材の効果検証
　
　講座によって受講生が偽・誤情報についてどれほど理解したかを測定することを目的に、効果
検証テスト・意識調査・講座アンケートも作成した。効果検証テストについては講座前と講座後
に同じテストを受けてもらい、講座によって点数がどう変化したかを確認した。テストは 10問
からなり、これは上記の学習目標 1つにつき 1問となっている。講座後には追加で、5つの「意
識調査」と、7つの「講座アンケート」も実施した。これらの内容は付録 1にまとめている。
　啓発教育講座実証は、学生グループと成人グループの 2つのグループに対して実施した。学
生グループは、19歳～ 22歳の短大生・大学生であり、成人グループは 20代～ 60代の非学生
を指す。また、性年代別に大きな偏りが出ないように均等に近い割付を行った（表 1）。当日の
プログラムは表 2のとおりである。対象者はインタネットリサーチ会社（GMOリサーチ）によ
って募集した。実施は Zoomで行い、講師は小木曽健氏（国際大学グローバル・コミュニケー
ション・センター客員研究員）が務めた。
　

　実証結果は以下のとおりである。まず得点分布の変化を見ると、講座前では 6点～ 10点の人
が多い分布となっていたが、講座後には明らかに 9点と 10点の人が多い分布となっており、合
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表1　実証割付

表2　当日のプログラム



計 70%以上を占めた（図 2）。学生、成人共に似たような傾向であり、講座によって顕著にテス
トの結果が良くなっていた。

　
　 

　平均点を算出すると、講座によって全体では平均点が 1.41点増加していた。また、学生では
1.52点、成人では 1.27点で、いずれのグループでも講座の効果が見られた。平均の差の検定の
結果、p値は 0.00（全体）、0.01（学生）、0.07（成人）となり、学生は有意水準 1％で、成人は
有意水準 10%で、いずれも有意な差が見られた。
　これを性別別、年齢別、事前成績別に確認したところ、いずれの場合も講座で平均点が増加し
ていた（図 3）。まず、性別では大きな違いはない。次に、年齢では 20代～ 40代の事前成績が
低く、特に 30代は低かったが、効果はどの年齢にも見られた。最後に、事前成績別には、講座
前点数が 7点以下のグループでは、講座による点数増加が 2.34点あり、顕著な変化が見られた。
このことは、リテラシーの低い人に高い効果があることを示唆している。
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図2　得点分布の変化

図3　平均点の変化（性別別・年齢別・事前成績別）



　設問ごとの傾向を見ると、「アルゴリズム」と「信頼できる情報源」に関する問いについて、
事前の正答率が低かった。しかし、受講後は特に「アルゴリズム」について、正答率が飛躍的に
向上した。他に、「ニセ・誤情報の特徴」「誤解を招くような情報の種類」「情報を確認する方法」
についての伸びが大きかった（図 4）。ただし、各問の番号は前述した各学習目標の番号に対応
している。学生と成人以外で大きな違いはなく、総じて、受講後は突出して正答率の低い項目が
なくなる傾向が見られた。
　

　意識調査では、「過去に自分が誤った情報を発信していたかもしれないと感じた」を除いて、
全て「やや当てはまる」以上の人が 90%を超えており、講座によって大きく意識が変化していた。
過去の発信に関して意識変化が相対的に少ないのは、そもそもソーシャルメディアであまり発信
していない人も少なくないことが影響していると考えられる。また、講座全体・講座資料に関す
る調査では、「やや良かった」以上の人が 100%であり、全てのグループで 80%以上の人が「良
かった」であった。学生・成人でもほとんど傾向は変わらず、満足度は非常に高かったといえる。
　講座開催形式や講座時間に関する調査では、今回の講座の長さで「ちょうどよい」と回答した
人が95%以上存在しており、どのグループにも適切な時間だったといえる。講座開催時間帯では、
「平日日中」「平日夜」の希望が多く、休日は相対的に少なかった。特に休日夜の希望はほとんど
なかった。ただし、サンプルが平日夜開催の講座受講を承諾している人であることに留意する必
要はある。講座開催形態では、全体でもどのグループでも「オンラインでの講習」が64%と最多で、
オンラインでライブ実施する講座のニーズが最も高いことが分かった。次点で「録画された動画
での講習」も高く、オンラインでの実施ニーズが高いといえる。
　以上の結果からは、グループ、性別、年齢に関係なく、受講生の偽・誤情報に関する理解を深
める効果があり、特に元の点数が低い人に大きな効果を持っていて、リテラシーの底上げに寄与
することが確認された。また、講座資料と講師、開催形態についての評価も高く、図やイラスト
が多くわかりやすいことや、簡潔にまとめられていてわかりやすいことが評価されていた。講座
の形式では、録画された動画で実施することへのニーズも高かったのは興味深い。録画された動
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図4　各問の正答率の変化



画の利点は、一度録画してわかりやすく公開すれば、関心を持った人が容易に講座を実施できる
点である。また、講師の質によるばらつきもなくなる。本実証では講師の評価も高かったため、
このような評価の高い講師を起用して講座動画を制作することが、本リテラシー講座を面で広め
ることに貢献すると考えられる。
　このように大きな効果が見られたことから、講座はメディア情報リテラシー啓発教育講座とし
てシリーズ化し、コンテンツを拡充するとともに日本全国で実施していくことが、人々のリテラ
シー向上に寄与すると考えられる。ソーシャルメディアを取り巻く問題には偽・誤情報の他に、
誹謗中傷や情報の偏り（エコーチェンバー・フィルターバブルなど）が存在し、このような重要
な問題に関する講座も求められる。その際も、本講座のような資料と開催形態で進めることが効
果的と考えられる。
　
5．おわりに：今後の課題
　
　本稿では、日本におけるメディア情報リテラシー教育の状況と課題を概観した後、実際に開発
した教育啓発教材内容と効果検証テストの結果について示した。本稿で見たように、メディア情
報リテラシーに関する教育啓発講座の効果は大きく、意義は高い。しかし、未だに課題が多いの
も事実である。
　第一に、長期的な効果を確認する必要がある。第 4節の検証は短期的な検証であるが、講座
受講後にリテラシーが高まるのは自然ともいえる。重要なのは、そこで身につけたものを受講生
が中長期に実践で活用できるようになることだ。そのためには、継続的な啓発と、長期的なメ
ディア情報リテラシーの定量的な把握が欠かせない。例えば、現在は ILAS（Internet Literacy 

Assessment indicator for Students）によって青少年のインターネットに関するリテラシーを把握
している。総務省によると、ILASは「青少年のインターネット・リテラシ一向上のため、特に
インタ一ネット上の危険・脅威に対応するための能力とその現状等を可視化するため、これらの
能力を数値化するテストを指標として開発しました」とその目的が書かれている（2）。このよう
なテストで能力を数値化することは大変重要であり、メディア情報リテラシーに関するテストの
開発が期待される。
　第二に、横展開によって面に広げていく必要がある。リテラシー教育を通じた対策の実効性に
疑問を呈している西田（2021）では、全国に小学校は約 2万校、中学校は約 1万校、高校は約
5,000校存在する中で、教育啓発を広げることの困難さを指摘している。例えば LINE（2015）
は 2014年に全国の小中学校で 300回以上の「青少年の健全なインターネット利用を啓発する講
演活動」を実施し、2015年は倍増を見込んでいた。西田（2021）はこのような取り組みの理念
に共感しつつも、このような実践がどの程度、国民全体のメディア情報リテラシーに寄与してい
るのか明確でないことを問題視しているのである。そのため、民間による取り組みによってリテ
ラシー向上施策を国民全体に行きわたらせることができるのか、また、過去にそういった事例が
あるのかは議論の余地があるとしている。
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　この指摘はもっともであり、欧米のように学校教育の中にメディア情報リテラシー教育を体系
的に盛り込まなければ、国民全体のリテラシー向上の実現は難しいといわざるを得ない。そのよ
うな教育への導入を検討すると共に、教育啓発講座を動画などのコンテンツとして誰でも使用で
きるようにしたり、インフルエンサーと組んで若い世代を中心に広めたり（いわゆる YouTube

クリエイターとの連携など）、ポータルサイトを開設して企業作成の啓発コンテンツを集約した
りするなどの工夫が必要だろう。
　最後に、筆者は情報が爆発し、誰もが発信者になる現代においては、メディア情報リテラシー
というものは、国語や数学のように全ての人に欠かせないものなのだと考えている。私たちが学
生時代に国語・数学・理科・社会などの様々な科目を習うのは、それらがその人の基礎教養とし
て役に立つだけでなく、人々のそれらの能力が高まることが社会全体にとって大きくプラスにな
るからだろう。では、メディア情報リテラシーはどうか。偽・誤情報が蔓延することで社会が分
断され、民主主義の危機だと叫ばれる。ソーシャルメディアで誹謗中傷されて自死する人が少な
くない。今の社会においてメディア情報リテラシーを高めることは、その人が生きるうえで欠か
せないだけでなく、社会全体にとってもこのうえなく必要なことではないだろうか。
　だからこそ、メディア情報リテラシーに関する教育を、老若男女が継続的に受けられる環境の
整備が喫緊の課題であると、筆者は考えている。このような話題では、例えば「他の情報源を確
かめる」「エコーチェンバー現象を知る」などの話は難しいので、もっと単純化した最低限の内
容の方が良いという議論も出る。しかし、「因数分解は難しいので数学からはなくすべきだ」と
いう話には、そうそうならないだろう。体系だった教育啓発プログラムを開発し、広げていくこ
とが重要だ。人々のメディア情報リテラシーが今より高まり、インターネットという道具（ツール）
をポジティブに使いこなす人が増え、豊かな情報社会が到来する日を、筆者は楽しみにしている。

付録．効果検証テスト・意識調査・講座アンケート

○ 効果検証テスト
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○ 意識調査
1．過去に自分が誤った情報を信じていたかもしれないと感じた
●当てはまる
●やや当てはまる
●あまり当てはまらない
●当てはまらない

2．過去に自分が誤った情報を発信していたかもしれないと感じた
●当てはまる
●やや当てはまる
●あまり当てはまらない
●当てはまらない

3．今後は情報に対して「これはニセ・誤情報なのでは」と注意できそうだと感じた
●当てはまる
●やや当てはまる
●あまり当てはまらない
●当てはまらない

4．ニセ・誤情報を判別する能力を伸ばしたいと感じた
●当てはまる
●やや当てはまる
●あまり当てはまらない
●当てはまらない

5．本日の講習で得た知識を、誰かに伝えたいと感じた
●当てはまる
●やや当てはまる
●あまり当てはまらない
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●当てはまらない

○ 講座アンケート
1．講習全体に参加していかがでしたか？
●良かった
●やや良かった
●あまり良くなかった
●良くなかった

2．講習時間はどう感じましたか？
●長い
●ちょうどよい
●短い

3．講習の資料についてどう感じましたか？
●良かった
●やや良かった
●あまり良くなかった
●良くなかった

4．今回のような講習は、どの時間帯だと最も受けやすいですか
●平日日中
●平日夜
●休日日中
●休日夜

5．今回のような講習がほかにもあるとしたら、どのような形態だと最も受けやすいですか
●現地（オフライン）での講習
●オンラインでの講習
●録画された動画での講習（YouTubeなど）
●資料のみで良い

6．講習の資料について意見・感想・要望を自由にお書きください。特にない場合は「特にない」
とお書きください。

7．講師について意見・感想・要望を自由にお書きください。特にない場合は「特にない」と
お書きください。
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──────────────

（1）用語統一の関係で ICTリテラシーと表現されているが、書かれている内容としてはメディア情報リテラ
シーに該当する。

（2）総務省「青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標等に係る調査－ ILAS
（Internet Literacy Assessment indicator for Students）－」

 https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/ilas/ （2022-09-18参照）
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、048-059

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

デジタル・シティズンシップにおけるメディアリテラシーの
日本における提案と実践についての考察

　
今度珠美

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

　
　
1．デジタル・シティズンシップの定義と構成要素
　
　デジタル・シティズンシップの定義は、国際教育工学会（International Society for Technology 

Education）が National Education Technology Standard（NETS）2007年改訂版（1）の中で示した「情
報技術の利用における適切で責任ある行動規範」が知られるが、2015年、国際教育工学会は次
のように定義を更新した（2）。
　「生徒は相互につながったデジタル世界における生活、学習、仕事の権利と責任、機会を理解し、
安全で合法的倫理的な方法で行動し、模範となる」
　その構成要素は次の通りである。

a．生徒は自らのデジタル・アイデンティティと評判を構築・管理し、デジタル世界における
行動の永続性を自覚する。

b．生徒はオンラインでの社会的相互交流を含んだテクノロジーを利用もしくはネット端末を
利用する場合は、ポジティブで安全、合法的で倫理的な行為に携わる。

c．生徒は知的財産を使用・共有する権利と義務への理解と尊重を態度で示す。
d．生徒はデジタル・プライバシーとセキュリティを維持するために個人のデータを管理する
とともにオンライン・ナビゲーションの追跡に利用されるデータ収集技術を意識する。

　さらに、マイク・リブルの「スクールリーダーのためのデジタル・シティズンシップ・ハンド
ブック」の中では、9つの要素として示された（Mike Ribble & Marty Park 2019）（3）。

1．デジタル・アクセス 

2．デジタル・コマース 

3．デジタル・コミュニケーション＆コラボレーション 

4．デジタル・エチケット 

5．デジタル・フルーエンシー 
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6．デジタル健康福祉 

7．デジタル法 

8．デジタル権利と責任 

9．デジタル・セキュリティとプライバシー
　この要素の 5番目デジタル・フルーエンシーには、「メディア・リテラシー」と「情報評価能力」
が新たに含まれた。
　
2．デジタル・シティズンシップにおけるメディアリテラシーの役割
　
　米国には、広く普及しているデジタル・シティズンシップの教材がある。「コモンセンスエデ
ュケーション（Common Sense Education）」である（4）。本教材は、ハーバード大学大学院の研
究機関 Project Zeroが 2010年から研究、開発を開始し、随時新たな教材の提案がなされるなど
毎年更新されている。幼稚園から高校までを対象とし、デジタル・シティズンシップの次の 6領
域をカバーしている。 

1．メディアバランス
2．プライバシーとセキュリティ
3．デジタル足あととアイデンティティ
4．対人関係とコミュニケーション
5．ネットいじめ、オンラインのもめごと
6．ニュースとメディア・リテラシー

　この 6つの領域では、差別、偏見などの人権問題、銃規制などの社会課題も扱っているが、こ
れは、デジタル・シティズンシップの大きな特徴である。
　コモンセンスエデュケーションの実践には、更に次のような特徴がある。
● ICTの利活用が前提であること。
●同じ答えに導くのではなく、多様な捉え方、価値観の違いに配慮すること。
● ICTの特性を善き利用に結びつけること。
●オンライン上で立ち止まって考え、行動するための方法と理由を学ぶこと。
●メリットとデメリットを検討し、悪い特性や悪い結果だけを強調しないこと。
●個人の安全な利用のためだけに学ぶのではなく、人権と民主主義のための情報社会を構築す
る善き市民となるために学ぶこと。

　
　6つ目の領域であるメディア・リテラシーは、2016年にデジタル・シティズンシップに包摂
されたテーマである。2017年 4月、Media literacy Now（5）により米国ワシントン州にて制定さ
れた「デジタル・シティズンシップ法」にて、デジタル・シティズンシップとは「今日の情報技
術の利用に対して適切かつ責任を持った健康的行為の規範であり、デジタルおよびメディアリテ
ラシー、倫理、エチケット、および安全性、メディアへのアクセス、分析、評価および解釈」を
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含むものとして定義された（6）。
　デジタル・シティズンシップへのメディアリテラシー包摂の背景には、2016年の米国大統領
選挙がある。この年、米国では「フェイクビジネス」が出現した。デマや陰謀説、ヘイトスピー
チが多額の収入につながるフェイビジネスの台頭は、差別偏見の増長、社会の分断、民主主義の
根幹を揺るがしかねないと多くの教育関係者の危惧するところとなった。多くの若者がソーシャ
ルネットワークの利用によりフィルターバブル状態となる中、メディアリテラシー教育が急務で
あるとされ、デジタル・シティズンシップにメディアリテラシーが包摂される契機となった。 

　 　Media literacy Nowを設立したエリン・マクニールは次のように述べている（7）。
　「メディア・リテラシーもデジタル・シティズンシップも参考の枠組みであり、態度であり、
そしてそれぞれ他者を補完する学習へのアプローチである。メディア・リテラシー教育は企業や
イデオロギー的なメディア制作者、デジタルツールのメーカーを批判的に検討するスキルを発達
させる。探究学習と批判的思考の方法がはっきりと含まれており、エビデンスベースのカリキュ
ラムと国際的に認知された学術的研究領域の長い歴史によって支えられている。メディアリテラ
シーとデジタル・シティズンシップは教育政策においてどのような場合でもともに議論されるべ
きである」
　Media literacy Nowのクルアン・ウェッブも 2017年、「メディアリテラシーはデジタル・シ
ティズンシップにおいて、現実社会の諸課題と向き合う上で、どのようなメディアの特性をどの
ように理解するか、ソーシャル・メディアにおけるメッセージやアルゴリズムの批判的読解と創
造者としての責任を学ぶ役割を果たすようになった」と述べている（8）。
　
3．日本におけるデジタル・シティズンシップのメディア・リテラシー実践の提案
　
　コモンセンスエデュケーションの高校生（GRADE 12）対象の実践事例に、「The Consequences 

of Online Hate Speech. What should the consequences for online hate speech be?」という教材が
ある（9）。ヘイトスピーチを扱う本教材は、ヘイトスピーチにどのように対応すべきか、どのよ
うな結果が適切かを生徒に投げかけ、他者への敬意と言論の自由について考えさせるものとなっ
ている。

学習目標
●ヘイトスピーチは言論の自由とみなされるかどうかを考える。
●ネット上のヘイトスピーチを規制することの賛成理由と反対理由を明らかにする。
●ネット上のヘイトスピーチがもたらしうる結果について考える。

　
　筆者は、この教材をベースに、日本の中学 2年生～高校生を対象としたメディアリテラシー
の教材を作成した（10）。教材の概要は以下の通りである。
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単元名　「ヘイトスピーチとどう向き合うか」
単元目標 

●ヘイトスピーチや、表現の自由について理解する。
●オンラインのヘイトスピーチに対して、自分はどのように行動できるかを考えることができ
る。

●メディアリテラシーは、情報を疑うだけでは不十分であり、自身の思い込みや感情と距離を
持って情報を分析することや、正確な知識を持つことが必要であることを理解する。

●傍観者が行動することで、状況を変えられることを理解する。

本時の展開「ヘイトスピーチとどう向き合うか」
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本教材の高校での実践を報告する。（写真 1）（図 1）
　授業日　　2022年 10月
　実施校　　東京都 A高校 3年生 43名
　実施結果

　問 1の、ヘイトスピーチの規制に賛成か反対かの問いに対し、賛成との回答は 24、反対との
回答は 19であった。
　賛成の理由の多くは「人を傷つける可能性があるから許されない」「過激な意見を助長する可
能性がある」というものであった。反対の主な理由は「規制してもヘイトスピーチは無くならな
い」「ヘイトスピーチも一つの表現方法であり、一つを規制すると言論封鎖につながる」「表現の
自由が侵害されないか心配」「ヘイトスピーチは周囲にあまり影響はない」「ヘイトスピーチの境
界が曖昧」であった。
　問 2の、大学の判断に同意できるかとの問いへの回答は、同意できるが 15、同意できないが
26、どちらともいえないは 2であった。
　同意できる主な理由は「差別的な投稿は対象者を傷つける。大学が取り締まるべき」「このよ
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うな考えが広まってしまう」「差別的発言はどんな理由でも不特定多数の人が見る場で公開する
ことが正しいとは言えない。周りの人に左右されるような人は将来もヘイトスピーチに共感する
と思う」であった。
　同意できない理由は「誰にでも表現の自由があるから取り消すようなことではない」「大学で
多様な意見を排除することは社会での意見交換が行われず発展が阻害される」「性的マイノリテ
ィに対する差別的感情を持つ人に対し入学取り消しをするべきではない」であった。
　一方、問 3では、殆どの生徒が「無視する」「反応しない」と回答した。「同感」など同調の
反応をするという回答はゼロであった。問 2で同意できないと回答した生徒も、自身が当事者
であったら反応は変わる、と回答した。
　問 5のワークシート振り返りの主な記述は以下の通りである。 

●「すべての国民は個人として尊重される」という前提があって表現の自由があるというのは
納得させられました。

●「同意できない」と回答した自分は非常に甘かったと反省した。いいねやリツイートでも人
を傷つけることをずっと覚えていたいと思う。

●当事者の気持ちになる。正しい知識を持って自分から差別的意見の助長や加害者にならない
ことが重要である。非常に貴重な時間となった。

●今日のような授業を生徒、学生だけではなく社会人向けも増やしてもいいと思った。
●当事者になって考えるという発想はこれまでなかったので考えさせられた。
●自身がヘイトスピーチの立場にいてどのようにヘイトスピーチに対応するかについては考え
たことがなかったので、新しい思考を持つ機会になった。

●メディアリテラシーは、知らなかったでは通用することではないと思う。Z世代の我々にと
って大切な時間となった。

●自分が当事者となって考えてみると、ヘイトスピーチは許されるものではないこと、表現の
自由で保障されるものではないと強く感じた。自分の行動し周りにも働きかけたい。

●ヘイトスピーチをしている人にも「自分が当事者だったらできるのか」「1対 1でもできる
のか」と問うてみたいと思った。ヘイトスピーチに対し見て見ぬふりをしてしまう自分もい
るので、今回の授業を通して自分も行動に移そうかなと決めた。
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写真1　授業の様子
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図1　生徒のワークシート
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4．考察
　
　本教材では、「メディアリテラシーとは社会を知ることであること（情報を見極めるためには
知識が前提となり、知識がなければその情報が差別につながることにも気づけないこと）」「ヘイ
トスピーチが生み出される背景を知ること」「公共における行動の責任」「アップスタンダー（行
動者）になることで状況を変えられること」について学べるよう、米国教材を構成し直し作成し
た。生徒のワークシート記述からは、問 1、問 2の回答と問 3の回答から、当事者視点になるこ
とでの意識の変容が見て取れ、振り返りでは、表現の自由やヘイトスピーチに対する考え方の変
容が示唆された。本教材の単元目標を概ね理解したと考える。デジタル・シティズンシップのメ
ディアリテラシーは「社会を知ることを学ぶ人権教育」であり、「アップスタンダーになること
を扱う市民教育」であることを象徴する教材となったと考えている。
　今後は、さまざまな校種のデジタル・シティズンシップのメディアリテラシー教材を提案し、
学術的検証を行う予定である。
──────────────

（1）International Society for Technology Education（ISTE）基準（生徒用） 2007 年版
 https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ ISTE_Standards-S_PDF.pdf
（2）International Society for Technology Education（ISTE）（2016 年版） 
 https://www.iste.org/standards/for-students （参照日 2022.9.01）
（3）Ribble, Mike. （2015）. Digital Citizenship in Schools Nine Elements All Students Should Know （3rd 

edition）. International Society for Technology in Education. 
 Mike Ribble & Marty Park（2019）
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 The Digital Citizenship Handbook for School Leaders: Fostering Positive Interactions Online
（4）Common Sense Education（2022更新）
 https://www.commonsense.org/education/ （参照日 2022.9.01）
（5）Media Literacy Now 
 https://medialiteracynow.org/what-is-media-literacy/（参照日 2022.9.01）
（6）ワシントン州デジタル・シティズンシップ法
 https://medialiteracynow.org/what-is-media-literacy/ （参照日 2022.9.01）
（7）McNeill, Erin. （2016）. Linking Media Literacy and Digital Citizenship in the public policy realm.

（Updated 6/17/2016） Retrieved January 15, 2021
 https://medialiteracynow.org/linking-medialiteracy-and-digital-citizenship-in-the-public-policyrealm/（参

照日 2022.8.15）
（8）Media Literacy Now 　Qur-an Webb（2017）
 https://medialiteracynow.org/connecticut-has-new-media-literacy-and-digital-citizenship-law/（参照日

2022.8.15）
（9）「The Consequences of Online Hate Speech. What should the consequences for online hate speech be?」
 https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/the-consequences-of-online-hate-

speech（参照日 2022.10.1）
（10）坂本旬・豊福晋平・今度珠美・林一真・平井聡一郎・芳賀高洋・阿部和広・我妻潤子「デジタル・シ

ティズンシップ＋（プラス）やってみよう！創ろう！善きデジタル市民への学び」大月書店、2022

メディア情報リテラシー研究　第 4巻第 1号　2023.02

59



法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、060-072

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

日本のメディア情報リテラシー教育の政策と課題
　

村上郷子
法政大学

　
　
1．インターネットの普及と偽情報・誤情報の拡散
　
　モバイル機器を含めたインターネットは、いまや私たちの日常生活に欠かせないものになっ
ている。世界の統計調査データを扱う Statista (スタティスタ ) によれば、2022年 4月現在、世
界のインターネットユーザー数は 50億人で、世界人口の約 63％を占めており、このうち、93%

以上がソーシャルメディアのユーザーである（1）。とりわけモバイル機器のユーザー数の増加率は
すさまじく、今後は増えることはあっても減ることはないだろう。こうした傾向は、日本におけ
るメディア使用状況にも同様の傾向が見てとれる。
　総務省情報通信政策研究所が毎年行っている「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関す
る調査報告書」によると、日本のモバイル機器、とりわけ「スマートフォン」の利用率が全年代
で 95％以上であり、2012年の調査以来増加し続けている。日本の固定・モバイルブロードバン
ドサービスの普及率は OECD各国の平均を大きく上回っており、世界でも最もインターネット
が利用されていることが分かる。しかし、国民のメディアに対する「信頼度」について調べた調
査では、全世代で「インターネット」は 28％と低い（2）。その背景には、インターネットにおけ
る偽情報・誤情報の蔓延と拡散の問題が挙げられる。　
　「偽情報」（Disinformation）とは、虚偽であることを知りながら、個人や組織、国家に対し
危害を与える意図を持ってつくられたものである。それに対して、「誤情報」（Misinformation）
は、被害を与える意図でつくられたものではないものの、結果として個人や組織、国家に危害が
及ぶ可能性がある。2018年に発表されたマサチューセッツ工科大学（MIT）の研究では、あら
ゆるカテゴリーにおいて、虚偽ニュースの方が真実よりもより広範に、速く、深く拡散すること
が発見された。そして、テロ、自然災害、科学、都市伝説、金融情報についての虚偽ニュースよ
りも、政治についての虚偽ニュースでより顕著にその効果が見られたという（3）。そのため、偽情
報を信じるものはその政治的信条の故に陰謀論を信じてしまう傾向があるという。
　偽・誤情報の他に、個人や組織、国家などに危害を加える目的で、事実に基づく機密情報や個
人情報をリークすることやハラスメント、ヘイトスピーチを含む悪意の情報（Mal-information）
もある。この定義は、2017年欧州評議会（4）によって公表された報告書によるものであるが、個
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人を標的としたいわゆる「なりすまし」、「晒し」、「リベンジポルノ」などから特定の政治的宗教
的信条や民族、人種、性的嗜好、性別などを標的としたものまで幅広い。
　デジタル資本主義時代のインターネット環境では、偽情報・誤情報、悪意のある情報に加え、
人工知能（artificial intelligence：AI）やアルゴリズムの発達による「フィルター・バブル」（5）や「エ
コー・チェンバー」（6）の現象が席巻している。これらの現象は複雑に絡み合っており、偽情報か
否かを問わず、自分が信じるものを追求した結果 、異なる意見や考え方から目を背け、対話が
阻害される土壌がすでにできあがっている。これは、言論の自由や多様性の尊重を是とする民主
主義の危機ともいえよう。そのため、世界各国・地域では偽情報や誤情報、陰謀論などに対処す
べく、学校教育を中心にさまざまなデジタル化やメディア情報リテラシー教育に関する政策を打
ち出している。
　本稿では、世界や日本に共通するメディア環境の現状と課題を提示し、日本の各省におけるメ
ディア情報政策を整理する。その上で、日本のメディア情報政策の課題と対処法について指摘す
る。
　
2．日本のデジタル環境下の子どもたちの現状と課題

　前述したように、世界のインターネット空間は偽情報・誤情報にあふれている。そうした中で、
日本の子どもたちの現状はいかなるものか。まずは、OECD（経済協力開発機構）による PISA（「生
徒の学習到達度調査（Programme for International Student Assessment）」）の結果から見ていこう。
PISAは、3年ごとに行われ、15歳の子どもたちの読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシ
ーの 3分野について国際的に測定するものであり、2022年 9月現在の最新版は 2018年に行わ
れたものである。
　まず、日本の子どもたちのメディア戦略における肯定的な結果として、いわゆるフェイクニュ
ースや誤情報に関する情報源の信頼性を評価するための日本の子どもたちの PISA読解知識が、
イギリスに次いで高得点であったことがあげられる（7）。この傾向は、日本の子どもたちの読解ス
キルが社会経済的に恵まれた生徒とそうではない生徒との格差を考慮しても OECD加盟国平均
よりは高かった。その反面、PISAにおける日本の ICT活用の現状に関する結果では、学校での
デジタル環境の整備や授業における ICTの利活用についての課題も浮き彫りになった。
　例えば、教育現場においては、半数の日本の教員が「担当教科での ICTの効果的な活用方法
が分からない」と指摘しており、約 4割が「教職員向けの ICT環境が整備されていない」こと
への懸念を示した（8）。そのため、PISAにおける ICTの利活用に関する調査でも、学校現場で教
師が教室内外でデジタル技術の理解を深めるためのリソースを持っていると校長が考えている学
校の割合は OECD加盟国の中でも最下位（30％未満、OECD平均は 65％）であった（9）。
　さらに、日本のことどもたちは、中学 3年の時点で 84.3%、小学 4年生の時点でも 34.3％が「自
分のスマホをいつでも使える」状況（10）であるにもかかわらず、あらゆる科目の授業で ICTの利
活用がなされていない実態が明らかになった。例えば、「1週間のうち、教室の授業でデジタル
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機器を使う時間の国際比較」で、「国語」の授業でデジタル機器を「利用しない」子どもたちが
83.0％あり、OECD平均の 48.2％と大きな乖離があった。この傾向は、「国語」だけではなくす
べての科目に共通している（11）。また、7割以上の日本の子どもたちは「携帯電話やモバイル機
器を使って宿題をする」ことや「コンピュータを使って学習ソフトや学習サイトを利用する」こ
とが「まったくない」か「ほとんどない」と回答しており、調査参加国の中で「学校外の学習で
もっともデジタル機器を使わない」という状況が浮き彫りとなった。
　その一方で、日本の子どもたちは「遊び」でデジタル機器を最も使うことが指摘されている。
例えば、約半数近くの子どもたちが「1人用ゲームで遊ぶ」ことが常態化しており、9割近く
の子どもたちが「毎日」か「ほぼ毎日」「ネットでチャットする」と回答した。どちらの質問も
OECD加盟国を含めた調査参加国の中で最も頻度が高かった。ちなみに、「毎日」もしくは「ほ
ぼ毎日」「Eメールを使う」と回答した生徒は 10％以下で、調査参加国の中で最下位であった。
日本の子どもたちは、世界の子どもたちと比べると、デジタル機器を学校内外での学びで使わず
に「遊び」でしか使わないという実態があることが分かった。
　PISAの結果から得られた知見や昨今のインターネット上における偽情報・誤情報の問題を見
据え、総務省や文部科学省などの行政側もデジタル社会に適応するためのさまざまな政策を打ち
出している。次章では、子どもたちのメディア情報リテラシー教育政策に大きな影響を与えてい
る文部科学省の主な政策の概要をみていく。
　
3．文部科学省のメディア情報リテラシー政策
　
　文部科学省は、メディア情報リテラシー教育推進のための環境整備に舵を切った。情報・デジ
タルリテラシーの主な政策は以下の 2点あげられる。小・中・高等学校共通の新学習指導要領
総則（2020年の小学校から順次実施）に、教科等横断的な視点に立った学習の基盤となる資質・
能力の育成するため「情報活用能力」があげられたことと、文部科学省が 2019年に打ちだした
GIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想である。
　第 1に、文部科学省の学習指導要領総則（小・中・高等学校共通）によれば、「情報活用能力」
とは、「世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効
果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・
能力である」（12）とされている。より具体的には、「学習活動を遂行する上で必要となる情報手段
の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関
する資質・能力等も含むもの」（13）とされる。これらの能力・資質は、情報リテラシーやデジタ
ルリテラシーといわれているものに近い。しかし、子どもたちが学校で実際に学ぶものは、こう
した情報を活用する能力やスキルの育成だけではなく、情報を評価し批判的に読み解く能力の育
成がより肝要になってくるだろう。例えば、高校の教科書などでは「フェイクニュース」の問題
が取り上げられ、「メディアリテラシー」や「ファクトチェック」の重要性が数多く指摘されて
いるのである（14）。こうした背景には、私たちを取り巻くメディアや情報環境の急激な変化が世
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界規模で発生しており、ユネスコをはじめとした各国・地域で陰謀論をはじめとした偽情報や誤
情報への対応が急がれているのである。
　学習指導要領は、どの地域に住んでいても、どの子どもでも一定水準の教育を受けることがで
きるようにするための教育課程における「基準」である。学習指導要領総則編（小・中・高等学
校共通）では、「社会の変化に対応し、生き抜くために必要な資質・能力を備えた子どもたちを育む」
ため、全ての教科にわたって、求められる資質・能力の確実な育成を目指して以下の 3つの柱
に基づく教育課程の枠組みがつくられている。
　
　①「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」
　②「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断
力・表現力等」の育成）」
　③「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうと
する「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」（15）

　
　「教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力」の 3つの能力として、
言語能力や問題発見・解決能力とともに、「情報活用能力」の育成があらゆる教科等や各学校段
階を通じて体系的に行われることとなった。
　従来の日本の教育政策では、ICTの活用方法を学ぶ ICTリテラシーの重要性は認識されつつも、
ユネスコを初めとした世界各国でその重要性が指摘されているメディアリテラシーにおける批判
的思考力の育成が軽視されてきた。しかし、私たちを取り巻くメディアや情報、技術の急激な変
化が世界規模で進んでいるため、情報化やグローバル化に対応するためにはメディアや情報を適
切に吟味・評価し、活用する能力を育成することが急務であると認識され、すべての教科・学校
段階において、「情報活用能力」を身につけるための方略が練られることとなった。こうした情
報活用能力の育成は、言語能力や問題発見・解決能力とともに各教科等の学びを支える基盤とな
るものである。この能力を確実に育んでいくことによって、各教科等における主体的・対話的で
深い学びや学校と社会へのつながりがスムーズになされることが期待されているのである。なお、
「主体的・対話的で深い学びの実現」に向けた授業をどのように行うのかについては、コンピュ
ータ等のデジタル機器や教材・教具の活用、コンピュータの基本的な操作やプログラミングの体
験、今後の見通しを立てたり、振り返ったりする学習活動、課題選択及び自主的、自発的な学習
の促進、学校図書館、地域の公共施設の活用などがあげられている。
　第 2は、2019年 12月に文部科学省が打ちだした GIGA（Global and Innovation Gateway for 

All）スクール構想である。GIGAスクール構想には、「すべての児童・生徒のためのグローバル
で革新的な扉」という意味が込められており、当初は義務教育を受ける児童・生徒 1人 1台の
デジタル端末を 2023年までに整備する計画であった。しかし、新型コロナウイルスの影響のた
め全国の学校でオンライン授業の実施を余儀なくされ、スケジュールの大幅な前倒しがなされた。
GIGAスクール構想の背景には世界のメディア環境が激変する中で、日本の学校の「デジタル化」
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の遅れが指摘されていたこともあげられる。この構想の目的は 3点ある。
　まず初めに、予測不可能な時代において、デジタル機器を積極的に使うことによって、多様な
子どもたち一人ひとりに対して個別最適化した学びを実現することである。従来の日本の情報モ
ラル及び情報モラル教育は、長い間インターネットの安全な利活用に重きを置いたいわゆる保護
主義的な要素の濃い政策であった（16）。そのため、従来のインターネット活用に消極だった教育
政策から、インターネットをはじめとしたデジタル機器を授業のあらゆる面でだれもが積極的に
利活用していこうという方針に転換させた意義は大きい。
　次に、すべての学校でクラウド活用を踏まえたネットワーク環境の整備を行うことにより地域
や学校間による教育格差を解消することである。例えば、PISAの結果や GIGAスクール構想が
発表された 2018年の時点で、教育用コンピュータ 1台当たりの児童生徒数は 5.4人で一人 1台
のコンピュータにはほど遠い状況であった。さらに、1.9人に 1台の県もあれば 7.5人に 1台の
県もあり、地域によってコンピュータの整備環境に格差があることも分かった（17）。
　もともと、学校の ICT化は地方財政措置として進められてきた背景もあり、自治体によって
政策の優先順位が異なるために学校のネットワーク化に地域格差が生じたものと思われる。そう
した格差是正を含め、GIGAスクール構想では、2023年度までに全国の児童・生徒たちに 1人
1台の端末と高速大容量の通信ネットワークの環境を整備する予定であった。しかし、2020年
から拡がった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により、臨時休校が長期化する中でオン
ライン授業の必要性が高まり、教育現場の ICT化が一挙に進んだのである。その結果、コンピ
ュータ 1台当たりの児童生徒数は、2022年 3月の時点で 0.9人と一人 1台の目標は達成された（18）。
　最後に、教員の働き方改革を反映し、校内のネットワーク環境を整えることによって、さま
ざまな業務の効率化や業務負担の削減がなされることが期待されている（19）。その背景として、
OECD（経済協力開発機構）の TALIS（国際教員指導環境調査）の調査結果で、日本の教員の
労働時間が他の OECD加盟国の国・地域と比べて最も長いことが指摘されたことがあげられる。
例えば、日本の中学校教員の労働時間は、週 56時間（OECD平均は 38.3時間）、小学校の職員
は週に 54.4時間（OECD平均 46.4時間）と報告された（20）。特に、事務作業と部活動に従事す
る時間は諸外国に比べて 3時間から 5時間も長いことが問題視された。前者については、教員
のネットワーク環境を整備し ICTを活用することによって、日々の授業準備や採点、事務作業
などが効率化できるものとし、後者については部活動顧問の外部化も進められている。
　GIGAスクール構想の一環として、プログラミングの必修化もあげられる。例えば、2020年
度から小学校でのプログラミング教育が必修化され、中・高校でも 2021～ 2023年度に順次開
始される。教育現場における急激な ICT化を支える人材配置の方略として、文部科学省では 3

つの施策を実施している。第 1に、ICTを活用した指導方法やネットワーク構築やセキュリテ
ィ対策などの環境整備等、教育の情報化に関する全般的な助言・支援・整備を担う「ICT活用教
育アドバイザー」の配置である。ICT教育に詳しい大学教員や自治体職員が支援に当たる。第2に、
主にネットワーク環境整備の初期対応を担う「GIGAスクールサポーター」の配置である。これ
は恒常的な配置ではないが、初期の技術的な部分を支える人材として期待される。第 3に、ICT

メディア情報リテラシー研究　第 4巻第 1号　2023.02

64



を使った授業計画の作成や ICT機器の操作方法、校務システムの活用など日常的に教員の ICT

活用をサポートする「情報通信技術支援員（ICT支援員）」の配置である。文部科学省では、22

年度までに全国の小中学校で 4校に 1人の ICT支援員の配置を目指している（21）。　
　新型コロナウイルスの蔓延によるオンライン授業の要請により、急速な ICT化が進められ、
教育現場には一時的に大きな負荷がかかったことは否めない。しかし、1人 1台の端末と高速通
信ネットワークの環境が整ったということは、子どもたち一人ひとりに個別最適化した教育実践
に向けての大きな可能性を秘めている。現時点での文部科学省のメディア情報リテラシー政策
の評価はかなり限定的ではあるが、従来の ICTの活用には消極的な指導者中心の教育実践から
ICTを活用した学習者中心の教育への軌道修正していることは特筆に値することといえよう。
　次に、1990年代からメディアリテラシー教育を牽引してきた総務省のメディア情報リテラシ
ー教育や ICT教育の政策について概観する。
　
4．総務省におけるメディア情報リテラシー教育の政策
　
　文部科学省に比べると総務省のメディア情報リテラシーへの政策意図は明確である。総務省は、
1990年代後半から、学者、メディア関係者、学校の教師などと協働しながら、メディアリテラ
シーに関する報告書や実践的な教材を作成することによって、国内におけるメディアリテラシー
の普及に努めてきた。例えば、「放送分野におけるメディアリテラシー」（22）のサイトでは、子ど
も向けの学習・分析用 TVキット、初級から中級までの貸出教材（ワークシート、ビデオ、各種
指導案）、教育者向け情報としての授業実践パッケージなどメディアリテラシーに関する多数の
情報提供をしてきた。
　教育分野における総務省の役割として、ICT教育を積極的に利活用されるよう、教育情報化（23）

を推進するためのさまざまなツールを提供している。例えば、「教育現場の課題解決に向けたロ
ーカル 5Gの活用モデル構築事業」では、AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット）時代
における ICTを基盤とした高速ネットワークの整備や文部科学省の提唱する GIGAスクール構
想を後押しするための ICTを活用した学びの環境整備等を促進している。また、「教育・学習分
野におけるデータ連携の推進」や「青少年のインターネット・リテラシー及び利用実態に関する
調査」に加え、インターネットにおけるトラブルや有害情報の事例集など、情報モラルの分野に
も取り組んでいる。
　 これまで総務省は、メディアリテラシーや情報モラルの分野における多様な教育実践の支援
と普及に努めてきたが、昨今では UNECSOが提唱するメディア情報リテラシーやデジタルシテ
ィズンシップ、ファクトチェックなどの新しい概念も施策の一つとして取り上げ、その普及に努
めている。こうした背景には、新型コロナウイルスの世界的広がりやロシアによるウクライナ侵
攻について世界中の SNS上で蔓延する偽情報や誤情報、陰謀論の問題があり、その対応が後手
に回っているという危機感があるものと思われる。意図的か否かに関わらずネット上で拡散され
ている間違った情報が横行する現状では、あらゆる世代の人たちが情報の真偽を見極める能力を
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身につけることが急務なのである。
　民間のシンクタンクである国際大学グローバル・コミュニケーション・センター（GLOCOM）
による偽・誤情報の実態調査によれば、「メディアリテラシー」が高いと間違った情報にいち早
く気づく傾向が高い。その一方で、「メディアリテラシー」や「情報リテラシー」が低い人や偽・
誤情報を信じている人は、間違った情報を拡散する傾向があるということが明らかになっている。
この傾向は特に「メディアリテラシー」が低い人に顕著にみられた特徴であることも指摘されて
いる（24）。
　また、文部科学省によるGIGAスクール構想の実現や全ての世代でスマートフォーンが普及し、
誰もがインターネットに接続できる環境が整いつつある中で、従来の総務省の ICT施策は、イ
ンターネットの利活用に伴う危険を回避するための情報モラルの啓発が多いことも指摘されてい
る。欧米では、誰もがデジタルを能動的に使いこなし自律的にデジタル化されたメディア情報社
会と関わっていくことを目指す「デジタル・シティズンシップ」やユネスコの提唱する「メディ
ア情報リテラシー」の考え方を基盤とした施策が推進されている。こうした世界の取り組みを参
照しながら、日本でも総務省の「プラットフォームサービスに関する研究会」や「ICT活用のた
めのリテラシー向上推進会議」（案）を中心に「デジタル・シティズンシップ」や「メディア情
報リテラシー」の概念を拡げる方向性に舵を切った。
　総務省が委託したさまざまな審議会や民間シンクタンクからの政策提言として、ネット上のニ
ュースや情報を評価するに当たり、あらゆる世代を対象にした情報源の確認や多様なリテラシー
を取得することの重要性が指摘されている（25）。
　次に、2021 年 9月 1日に発足したデジタル庁の政策をみていこう。
　
5．デジタル庁のメディア情報リテラシー教育の政策
　
　急速なデジタル技術の高度化に対し、デジタル教育やメディア情報リテラシー教育の推進に世
界中の政府機関が対応している。2020年、日本でも「デジタル社会の実現に向けた改革の基本
方針」（26）が策定され、この基本方針を実現するために、2021年 9月 1日、デジタル庁が発足した。
　デジタル改革の基本方針におけるビジョンは、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」
を推進し、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、
多様な幸せが実現できる社会」の実現を目指し、ひいては政府が長期戦略の目標として掲げてい
る Society 5.0の実現にも資するものである。
　デジタル庁の役割はさまざまあるが、デジタル教育や教育における ICTの利活用の促進に焦
点を当てると、次の 5点（27）が挙げられる。まず第 1は、児童生徒 1人 1台端末の整備である。
文部科学省が進める「GIGAスクール構想」に基づき、義務教育段階の児童生徒 1人 1台端末
の実現に向けた支援及び在宅におけるオンライン学習に必要な通信環境の整備支援によって、特
別な支援等を必要とする多様な子どもたちが誰一人取り残されることのない、個別最適な学びの
空間を提供することが可能になった。
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　第 2は、あらゆる世代のデジタルリテラシーの向上である。周知の通り、文部科学省の新学
習指導要領では、「情報活用能力（情報モラルを含む）」を「学習の基盤となる資質・能力」とし
て位置付け、小学校におけるプログラミング教育の必修化、中学校におけるプログラミング教育
の内容の充実、高等学校における情報科の共通必履修科目「情報 I」の新設が盛り込まれた。学
校教育における児童生徒たちだけではなくあらゆる世代の人たちがデジタルリテラシーを向上さ
せることができるよう、社会人向けの実践的なプログラムの開発やリカレント教育を支えるため
の人材の育成、リカレント教育を推進のための情報発信等の学習基盤に関する整備等が実施され
ることになった。
　第 3は、次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用促進である。
GIGAスクール構想によって、児童生徒だけではなく教職員も含めた 1人 1台端末環境が実現
しつつある中で、個人情報の適正な取扱いやセキュリティ対策を確保しながら、教育上の課題解
決や教育の質の向上を支援するために先端技術、教育データの効果的な利活用が推進されている。
　第 4は、ICTを活用した教育サービスの充実である。ICT環境を整備し、児童生徒一人ひと
りの理解度や個性に応じた個別最適な学びを実現するために、学校に EdTech（教育（Education）
とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語）教育を導入し、同時に世界が直面する社
会課題等を題材とした STEAM教育（28）コンテンツのオンライン・ライブラリーの利活用を促進
している。
　第 5は、学習者用のデジタル教科書の普及促進である。教育の情報化に対応した学びの多様
性の促進や授業改善、ならびに障害等によって紙媒体の教科書を使用しての学習が困難な児童生
徒の学習支援のため、必要に応じて学習者用デジタル教科書が使えるようになった。文部科学省
の調査によれば、学習者用デジタル教科書整備率は 2021年 3月の調査時点で 35.9％と、前年度
と比べて 29.7ポイントも上昇した（29）。政府の計画では、2025年度までに義務教育段階の学校
におけるデジタル教科書の整備率を 100％として、児童生徒の学びの充実を図るものとされてい
る。
　このように、デジタル庁のメディア情報リテラシー教育の政策は、学校段階の児童生徒だけで
はなく、全世代のデジタルリテラシーの向上に資するために講じられている。これらの政策はデ
ジタル庁が単独で行うわけではなく、さまざまな府省庁と連携して行われているのである。次章
では、文部科学省、総務省、デジタル庁以外でメディア情報リテラシー教育の政策に関わりのあ
る府省についてみていく。
　
6．その他の府省のメディア情報リテラシー教育への取り組み
　
　メディア情報リテラシーやデジタルリテラシーを推進するために、複数の府省が連携して取り
組んでいる。例えば経済産業省は、2018年、産業界のデジタルトランスフォーメーション（DX：
Digital Transformation）を推進するための報告書や DX推進のためのガイドラインを公表した。
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、企業がビッグデータなどのデータや AIなど
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のデジタル技術を活用し、従来のビジネスのあり方そのものを変革し、新しいビジネスモデルを
創造することによって、ビジネスにおける競争上の優位性を確立することである（30）。
　こうした DXの考え方は、教育の分野でも共有され、教育現場におけるデータやデジタル技
術の利活用によって、学校教育や教育実践の在り方を変革するための施策が次々と打ち出されて
いる。文部科学省による GIGAスクール構想もその一環といえる。教育 DXを推進するために、
経済産業省を含めた他省庁との連携を前提として、2022年 2月 25日に文部科学省は「学校 DX

推進本部」を設置し、「デジタル技術の活用をはじめとした教員研修の更なる高度化や教師の
ICT活用指導力の向上」および「校務の情報化をはじめとする学校における働き方改革」を進め
ている。
　そのほかに、内閣府の政策の一つとして「共生社会政策」があり、その中の子ども・若者育成
支援の一環としてインターネットの利用環境整備を含めた青少年有害環境対策を行っている。ネ
ットの危険から子どもを守るための啓発や青少年のインターネット利用環境整備に関する法律の
整備や基本計画・ガイドラインの策定および実態調査や研究などが含まれる。2008年に発足さ
れた「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」は、2022年 9月 15日の時点で 53

回目を数え、毎年青少年のインターネット利用環境に関する報告書の発表や実態調査を行ってい
る。
　内閣府の施策は情報モラルの分野に近いが、文部科学省、総務省、デジタル庁などと連携して、
デジタルリテラシーや情報リテラシーの普及にも努めている。このように、さまざまな府省庁が
連携した情報・デジタルリテラシーの推進が政府の情報活用政策の一環として奨励されている。
　最後に、これら文部科学省を初めとした府省庁のメディア情報リテラシー教育やデジタル政策
の課題と対策について指摘し、小括としたい。
　
7．終わりに～日本の情報・デジタルリテラシー政策の課題～
　
　教員のＩＣＴ活用指導力の状況（31）

　これまで、日本のメディア情報リテラシーの実態と文部科学省を初めとした府省庁の情報・デ
ジタルリテラシーの政策の概要について概観してきた。まとめとして、現時点で考えられる日本
のメディア情報リテラシー教育の課題と対応策の視点を 3点指摘したい。
　第 1に、メディア情報リテラシー教育を今以上に推進させるためには、府省庁間の縦の連携
と官民の横の連携がどこまで実現できるかが問われるだろう。従来教育分野における ICTの利
活用については消極的だった文部科学省が、小・中・高等学校のすべての新学習指導要領総則に、
言語能力や問題発見・解決能力とともに「情報活用能力」の育成を掲げ、すべての子どもたちが
一人 1台の端末を持つという GIGAスクール構想を政策として打ちだした意義は大きい。すべ
ての子どもたちがあらゆる教育課程の中で、メディア情報リテラシーを含む「情報活用能力」を
体系的に学ぶことが可能になり、文部科学省だけではなくさまざまな府省庁が情報リテラシーや
デジタルリテラシーの育成を後押しする環境が整った。文部科学省は、他の府省庁、とりわけ総
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務省が推進している「メディア情報リテラシー教育」や「デジタルシティズンシップ」の取り組
みを、学校の教育課程の中にも取り入れていくべきである。
　総務省は、2000年代から優れたメディアリテラシーの教材を制作しそれらを公開してきたが、
日本の学校現場で利活用される機会は限定されている実態がある。このような現状を鑑み、これ
まで指摘されてきた省庁レベルのセクショナリズムを極力抑え、さまざまな府省庁でつくられた
教育的・社会的なメディア情報リテラシー教育に関するプラットフォームやコンテンツなどを、
教師や児童生徒をはじめ、メディア情報リテラシー教育の普及に携わっている人たちがどれだけ
シームレスに利活用できるかが鍵になってくるだろう。そのためにも府省庁間の縦の連携が必要
になってくる。
　また、府省庁と個別の民間組織との連携や民間組織同士の連携も必要になってくるであろう。
日本には多くのメディアリテラシーの専門家集団（放送局、メディア関連 NPO・企業、市民メ
ディア）、教育者（学校）、研究者（大学）との協働活動が増えてきている。しかし、現時点では
いわゆるモデル校を中心とした個別のプロジェクトや意欲のある教員が中心となって行っている
ケースが多い。学習指導要領で授業時間や教育内容が厳しく規定されている日本では、教師が新
しい実践を試みるための準備時間が非常に限られているため、教師への人的・技術的支援が不可
欠と思われる。
　メディア情報リテラシー教育に関するすぐれた実践をしている民間組織は増えている。例えば、
偽情報・誤情報の問題解決に欠かせないファクトチェックを推進している特定非営利活動法人フ
ァクトチェック・イニシアティブ（通称：FIJ）やメディア教育およびメディアリテラシー教育
の普及に努めている一般社団法人インターネットメディア協会（JIMA）、スマートニュース メ
ディア研究所などがあげられる。こうした優れたプロジェクトを実践している専門家集団と学校
を繋げる橋渡し的な役割や民間組織と府省庁、自治体、学校・大学などの連携がますます求めら
れるであろう。
　第 2の課題は、現在府省庁が力を入れている情報リテラシーやデジタルリテラシーの推進に
関連して、どれだけ保護主義的な弊害を払拭できるかということである。日本のメディア情報リ
テラシー政策は従来の情報倫理を主とした保護主義的な政策からデジタルの利活用を積極的に行
う政策へと方向転換がなされた。これまでの府省庁が発行する教育用コンテンツ等は、インター
ネットの危険性やいわゆる情報モラルを喚起する教材が多かった。学校内でのインターネット環
境が十分に整っていなかった中で、新型コロナウイルス感染症が全国に広がり、オンライン授業
を行うための環境整備が急務になったという背景もある。2022年 10月現在では、インターネ
ットの環境整備は全国的にも整いつつあるが、情報の真偽を見極める能力、表現の自由や民主的
な市民性の育成といったメディア情報リテラシー教育の実践は一部の学校に留まっているのが現
状である。
　同時に、教育現場の実態として、教員が学習指導での ICTの利活用の方法が分からない、ICT

を活用した指導力に不安があるといった声もある（32）。また、教育用のプラットフォームが整備
されておらず、教員や児童生徒の ICTの利用が制限されているという現状もある。統計的には、
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多くの自治体や学校でデジタルネットワークの環境が整いつつあるが、それも住む地域によって
ばらつきがあるのが実情である。例えば、児童生徒に貸与する端末も自治体が子どもたちに支給
するのか保護者が購入するかによっても違ってくる。
　日本の小中学校教員は、他国・地域の教員と比べると、高い自己効力感を持つ教員の割合が極
端に低い傾向がある。例えば、「デジタル技術の利用によって児童生徒の学習を支援する（例 :

コンピュータ、タブレット、電子黒板）」という項目についても、日本の教員の自己効力感を持
つ教員の割合は、OECD平均が 66.7％に対し、日本の中学校教員は 35.0％、小学校教員は 38.5

％であった。これらの状況は、これまで ICTの利活用を含めたメディア情報リテラシー教育の
研修や実践が教職員を含めて十分に行われてこなかった弊害とも考えられる。こうした状況をど
れだけ払しょくできるかが、今後の課題となるであろう。
　第 3の課題は、日本のメディア情報リテラシーの教育政策が、現状ではいわゆる ICTの利活
用、もしくはデジタルリテラシーの領域に偏っており、メディアリテラシーの批判的思考の育成
が薄い傾向にあることである。批判的思考（クリティカル・シンキング）はメディア情報リテラ
シー教育にとっても世界の教育現場においても最も重要な教育的要素の一つになっているが、日
本の教育現場では未だになじみが薄いという実態がある。OECD国際教員指導環境調査（TALIS）
の 2018報告書によれば、日本の小中学校教員は、「児童生徒の批判的思考を促す」ことについて、
自己効力感を持つ教員の割合が OECD加盟国・地域および参加国の中で最も低かった。OECD

平均が 82.2％に対し、日本の中学校教員は 24.5％、小学校教員においては 22.8％である（33）。児
童生徒だけではなく、教職員を含む学校全体で批判的思考を育成するためのカリキュラム編成や
教員研修が必要になってくるだろう。
　メディアリテラシーや情報リテラシーという言葉は、もともとは欧米の教育者や市民による草
の根的な活動から生まれたものである。その根幹にある教育的なスキルが、目の前のニュースや
メッセージを批判的に読み解くクリティカルシンキングである。総務省などで取り上げられてい
るデジタル・シティズンシップ教育やユネスコのメディア情報リテラシー教育においても、この
批判的思考の重要性は変わらない。府省庁で推し進めているさまざまなメディア情報リテラシー
政策推進の是非は、日本の子どもたちがこの批判的思考力をどれだけ身につけることができるか
にかかってくるだろう。
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、073-082

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

メディア情報リテラシーとこれからのＩＣＴ教育
　

和田正人
東京学芸大学

　
　
1．はじめに
　
　ユネスコは 2011年に、「教師のためのメディア情報リテラシーカリキュラム（Media and 

Information Literacy Curriculum for Teachers）」（以下旧版とする）を発行した（Alton and 

Carolyn,2011）。さらにそれから 10年後の 2021年にこれを改訂して、「メディア情報リテラ
シーの能力をもった市民。批判的に考え、賢くクリックする（Media and Information Literate 

Citizens. Think Critically, Click Wisely! ）」（以下新版とする）を出版した（Alton et al. 2021）。
この新版については村上（2022）が 4節に分けて詳細に説明している。第 1節では、ユネスコ
が提唱する「メディア情報リテラシー」の定義、リテラシーの説明、「メディア情報リテラシー」
の要素を説明した。第 2節では、メディア情報リテラシー（以下MILとする）のカリキュラム
作成のきっかけとしてのパリ・アジェンダを紹介し、さらに基本的人権と民主主義が新旧版で共
通のポイントであることを示した。そして、新版では、SDGsとグローバルシティズンシップ教
育とユネスコの理念を脅かすフェイクニュースなどの脅威や AIなどの新技術との対峙をあげて
いる。第 3節では、ユネスコMILプログラムの発動として、メディア情報リテラシーと異文化
間対話に関する大学間ネットワーク、ユネスコMILアライアンスの創設、MIL Clicksとその他
教育プログラムを説明した。第 4節では、日本のユネスコMIL状況の説明として、日本の ICT

教育重視のなかでどのように学習するか、さらにフェイクニュース対策としての安易なメディ
アリテラシー利用におけるバッキンガムからの問題点の指摘を説明している。このユネスコの
MILの初版は 192ページであったが、新版は 403ページと倍増している。こうした新旧のユネ
スコMILの中で、児童生徒のMILの学習活動がどのように行われるのかについて、メディアと
情報の理解の学習、オンラインリスク、フェイクニュースの学習から考えることとする。
　
2．ユネスコＭＩＬにおけるメディアと情報の理解の学習
　
　ユネスコMILの新旧版とも、概説及びモジュールとそのモジュールのいくつかのユニット（単
元）で構成されている。さらにそのユニットは、基本概念、学習目標、学習活動、学習の評価で
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構成されている。その学習活動には様々な具体的な活動の内容が示されている。例えば、新旧版
のモジュール 1ユニット 1はMILのオリエンテーション：理解、となっている。その活動のひ
とつに、「ある朝起きると、テレビやラジオや新聞や図書館やインターネットや携帯電話など全
てのメディアがなくなっていたとしたら何が起こるか、グループで考えてみましょう」としたも
のがある。その考えるヒントとして、「どのように情報を得るか？どのように情報を伝えるか？
あなたの意思決定はどのように変わるか？あなたの個人的な損失は何か？社会の損失は何か？」
などがあり、これらを話し合う学習である。いままではこの学習活動はあくまでも仮想を前提と
した問題であった。
　しかし、これが現実の問題となった。2022年 7月 2日から 86時間　KDDIが運営する auと
UQモバイルと povoの回線の故障が起きた。さらに宅配、銀行の ATM、バスの運行にも支障
が出た。
　この通信障害の影響を直接に被った者がスマートフォンの所有者であり、そこには児童生徒も
含まれる。例えば東京都（2021）の 2000名の保護者を対象とした調査では、スマートフォン所
有が、小学生では 34.4%、中学生では 79.8%、高校生では 95.6%である。また、一般人ではあるが、
サブブランドを含めたスマートフォンのメイン利用の通信サービスシェアは、ドコモ 35.2 %、
au26.1 %、ソフトバンク 21.5%となっている（ITmedia Mobile ,2021）。児童生徒が自分のスマ
ートフォンを親と同じキャリアで契約していると考えれば、通信障害のためにスマートフォンか
ら情報を得られなかった児童生徒が 1/4以上いたことになる。
　したがって、ユネスコのMILでの学習活動においても、ある朝起きてみるとスマートフォンか
ら情報が全く得られなくなった、ということが児童生徒の実体験になる。そこで、どうやって情報
を得たり伝えたりしたか、さらに自分の意思決定にどのように影響があったか、個人的な損失は
KDDIの 200円の補償金と比較してどうなのか、を詳細に説明できよう。さらに社会の損失や影響
についても、新聞やインターネットでのニュースの記録から探し出すことができる。こうした児童
生徒の実体験とインターネットでの記録から、仮想ではなく、実体験に基づいた学習ができる。
　ただし、こうした実体験は時間とともに忘れていき、インターネット上のニュースも削除され
ていく。したがって、なるべく、こうした出来事があったときにそのタイミングをとらえて学習
することが必要である。
　インターネット回線の障害は今後とも起こりうるし、学校で ICT利用教育促進として校内
LANやインターネットに接続されたタブレット端末を利用することも増えている。さらにデジ
タル教科書の利用も促進される。そこで、こうした通信障害を体験することはより多くなると思
われる。その時に、どのようなことが起こり、とのような対処をしたかについて、児童生徒が学
習するいい機会になるであろう。
　
3．ユネスコＭＩＬにおけるオンラインリスクの学習
　
　オンラインリスクについて、ユネスコMILでは新旧版ともモジュール「インターネットの
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機会と挑戦」のひとつのユニットで、3時間学習する。そこでは、新旧版とも Stiftung Digitale 

Chancen （2009）の Youth Protection Roundtable Tool Kit が用いられている。新版でのモジュ
ール 9の学習では、例えば、「COVID-19のパンデミックについて、オンラインの医療サイト情
報を調べ、そのサイトが自分の健康状態の診断に役立てられますか？そのサイトのアドバイス通
りの行動でコロナ感染を防げると思いますか？本当に権威ある医療サイトであることを判断する
方法を列挙して話し合いましょう」としている。児童生徒が、いままでスマートフォンを使って
COVID-19について調べたことがないとは考えられない。したがってここでは、調べ学習よりも、
自分が今まで調べたサイトをグループで話し合い、そのサイトをいろいろな角度から評価する学
習であろう。
　さらに、自分が利用している SNS（原文は social mediaであるが日本での慣例から SNSとす
る）の規約において、セキュリティとプライバシーがどのようになっているかを調べる学習があ
る。この学習はこのモジュールだけで終わらず、モジュール 7「メディアと技術が内容にどのよ
うに影響を与えたか」、モジュール 8「プライバシーとデータ保護とあなた」、モジュール 11「AI

と SNSとMILコンピテンシー」、で学習することになっている。
　したがって、新旧版で同じオンラインリスクの学習といっても、新版ではより詳細に学習する。
　こうした Stiftung Digitale Chancen （2009）と関連したものが、OECD（2011）の「デジタ
ル環境下の子供の保護（The Protection of Children Online: Risks Faced by Children Online and 

Policies to Protect Them）」とその改訂版「デジタル環境下の子供 改訂リスク類型（Children 

in the Digital Environment/ Revised Typology of Risks」（OECD, 2021a）、さらに「オンライ
ン上の子供の保護に関する勧告 （Recommendation of the Council on the Protection of Children 

Online: 2012 version ）」（OECD,2012）とその改訂版「 デジタル環境下の子供に関する勧
告 」（Recommendation of the Council on Children in the Digital Environment: 2021 version）
（OECD,2021b）である。
　この OECD（2021a）のオンラインリスクのひとつに、違法な接触リスクがある。日本でも現在、
あるカルト集団は、「受験テクニックや合格体験記を紹介しながら、個別相談を通じて高校生と
無料通信アプリ LINE（ライン）を交換。趣味や家族構成などを聞き出してデータを集め、進学
後に積極的に勧誘する」（日本経済新聞 , 2020.3.20）、としている。
　こうした勧誘について、フランスではすでに 2001年 6月 12日に反セクト法（La loi 

antisectes）、正式には人権及び基本的自由の侵害をもたらすセクト的運動の防止及び取締りを強
化するための 2001年 6月 12日法律 2001-504号（Loi antisectes: no 2001-504 du 12 juin 2001 

tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux 

droits de l'homme et aux libertés fondamentales）が制定された（Legifrance, 2001）
　日本でも団体規制法（無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律）が 1999年に制
定されている。しかし、これは中島（2002）によると、元オウム真理教に限定しようとしたも
のであり、東京都世田谷区がこの団体規制法に準拠したオウム対策条例可決したことは、「特定
の宗教団体を「狙い撃ち」にする事は、法的には政教分離原則から導かれる国家の宗教的中立性
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違反並びに信教の目由の侵害になる虞があり極めて望ましくない」としている。ただし、今から
考えると、選挙応援で政権と結びつき、多額の寄付を集めている別のカルト集団を除外するため
とも考えられなくもない。
　しかし、ユネスコMILにはこうしたカルト集団からの勧誘についての具体的な学習は書かれ
ていない。したがって、若者がカルト集団を含む集団への接触リスクを回避することはフランス
のように政策としても措置されることが必要になってくるであろう。
　さらに、OECD（2021a）にはコンテンツリスクがある。例えば日本でのニュースになったこ
ととして、大学の同級生の友人の Instagramから、暗号資産の投資詐欺に引き込まれて 150万
の借金を負い、自殺に追い込まれた女性がいる（NHK,20220815）。こうした被害を防ぐために、
弁護士などが新たな団体を発足させ、その団体の活動は「違法性が疑われるケースについては検
挙前の段階でグループの財産を差し押さえたり、資産の凍結を命じたりできる新たな制度の創設
などを国に求めることにしています」となっている。しかし、ここではメディアリテラシーにつ
いては全く言及されていない。
　こうした Instagramなどの SNSにおける問題について、Royal Society of Public Health （2017）
は、14歳から 24 歳の 1479名の若者の YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagramの肯
定面と否定面を調べ、Instagramが最も否定面が高いことを見出した。またこれらの SNSに共
通する否定面が、「見逃すことへの恐れ（Fear Of Missing Out : FOMO ）」であった。これは、
自分が見ていないところで何かが起こってしまうことが心配で、ずっとつながり続けなければ
ならないと感じることである。したがって、日本の Lineについて調査を行った場合は、この
FOMOがより強く出ることが想定される。
　こうした SNSの学習の中で、詐欺については、ユネスコMILでは、教育者がその詐欺のリス
トを学習者に示すことは示されてはいるが、教育者がどのような問いかけで学習者に活動を行わ
せるかは記載されていない。したがって、こうした詐欺のサイトについても何らかの法律上の措
置が必要であろう。
　
4．ユネスコＭＩＬとフェイクニュース　
　
　OECDの勧告を受けて、日本の総務省は様々な施策を行ってきた。それらは、ILAS（青少年
がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標）の実施とその改訂、e-ネ
ットキャラバン、インターネットトラブル事例集、安心・安全なインターネット利用に関する啓
発サイト、偽・誤情報に関する啓発教育教材等の開発、地域 ICTクラブ、デジタル活用支援推
進事業である（総務省 , 2022）。ここではフェイクニュースという語句は用いずに偽・誤情報と
いう語句を用いている。ユネスコMILでもフェイクニュースという語句は用いない。それは、「ニ
ュース」という語句はフェイクではないという立場である。その代わり、disinformation（偽情報）、
misinformation（誤情報）、malinformation （悪意ある情報）を使っているので、総務省も偽・誤
情報という語句を用いている。
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　総務省の 2022年の施策の方向性の背景には、新型コロナウイルスやウクライナ情勢等に伴う
偽・誤情報の蔓延、偽・誤情報に対抗するリテラシーの重要性、ネット上の情報を読み解くリテ
ラシー教育の必要性、総務省のリテラシー施策の課題と「デジタル・シティズンシップ」の普及
が記載されている（LINEみらい財団 ,2022） 
　新版のユネスコMILでも、モジュール 4の「誤情報、偽情報、ヘイトスピーチに対処する
MILコンピテンシー：真実の探求と平和を守るために」の学習で、ユニット 1「真実が重要」、
ユニット 2「誤情報と偽情報のエコシステム」、ユニット 3「メディアと誤情報」、ユニット 4「個
人と社会に対する誤情報の影響」、ユニット 5「MILと情報アクセス」と、5つのユニットで合
計 11時間の学習を行うようになっている。
　例えば、ユニット 3「メディアと誤情報」の学習活動には、誤情報となる要因の討論、ボット
がどのようなものかについての検討、SNSにおける誤情報、ヘイトや誤情報をアルゴリズムが
どのように増幅するのか、ニュースメディアは誤情報をどのように報道するのか、誤情報を伝え
る記事や本をどのように特定しているのかについて図書館や学芸員に尋ねてみることなど、6つ
の学習活動がある。これらのなかで、SNSでの誤情報の学習は、SNSでの誤情報の経験につい
てグループで話合わせている。まず次のような質問を教育者が行い、学習者がこれらの質問をも
とにして話し合う。「過去にネットで虚偽の内容を共有したことがありますか ? 」「虚偽の内容を
いいねやシェアしたりしようとした動機は何ですか ?」「 （いいねやシェアする前に虚偽の内容に
気づいてなかったとして）それが虚偽の内容であることがわかったとき、あなたは最初にどんな
反応をしましたか ? 」「SNSアカウントの使用でより識別力を高める方法について、他の人に推
奨することは何ですか ? 」である。
　こうしたユネスコMILでの誤情報・偽情報についての学習があるにもかかわらず、これらの
学習が知られていないために、メディアリテラシー学習ではフェイクニュースに対応できないの
ではないか、といわれることがある。
　
5．メディアリテラシー学習でフェイクニュースに対処できるのか？
　
　メディアリテラシーの教育者として知られているバッキンガム（2019）は、フェイクニュー
スとメディアリテラシー学習について次のように説明している。フェイクニュースの学習では、
真偽のチェックリストを記入することによって手っ取り早い対策が立てられることを危惧してい
る。それはメディアリテラシー学習を行う中で、メディア言語、表象、制作、オーディエンスの
4つの要因を学習することによって、フェイクニュースに対応できることができるからである。
しかしそれと同時にインターネット企業もメディア企業として何らかの規制を行うべきである、
とも述べている。
　バッキンガムがこうした主張を行う前提には、英国ではカリキュラムに「メディア」という授
業があり、その実践研究が蓄積されているからである。したがって、学習指導要領に「メディア・
リテラシー」の語句さえ記載されていない日本の教育とだいぶ異なっていることは配慮する必要
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がある。しかし、日本でもフェイクニュースについてのメディアリテラシー学習の期待が大きく、
それゆえに学習効果に疑問が持たれていることもまた事実である。
　例えば、西田（2021）は、メディアリテラシーを通じた対策の実効性に関する懸念を次のよ
うに述べている。「過去の通信事業者や業界団体等における青少年健全育成や安心安全なネット
利用等に関連する自主的取組において、頻繁に取り上げられるのがメディア・リテラシー向上に
関する施策である。むろん何もしないよりはマシということは疑いえないが、同時にそれらの施
策の実効性については十分検討されておらず、事業者のエクスキューズとしての側面も否定でき
ないように思われる。そもそも現代のように情報量も情報接触頻度も劇的に増加した情報環境の
もとで、前述のように政治家や政党、その他の個人等が悪意と多くの資源を投入して介入を試み
ようとするとき、現実にどれだけ民間発の取り組みにおいて迅速に新たなメディアリテラシー向
上施策を実効的な人口に膾炙することができるのか、また過去に実現できたことがあるのかは問
われなければならないのではないか。」（p.16）
　山口 （2021）は、この西田の論に賛成して、「欧米のように学校教育全体にメディア情報リテ
ラシーを体系的に盛り込まなければ、国民全体のリテラシー向上の実現は難しいと言わざるを得
ない。そのような教育への導入を検討するとともに、出前授業などもより多くの人に届けられる
ように、動画などのコンテンツとしてだれでも使用できるようにしたり、インフルエンサーと組
んで若い世代を中心に広めたり、ポータルサイトを開設して企業作成の啓発コンテンツを集約し
たりするなどの工夫が必要である。」（p.291）とした提言を行っている。
　これに対して耳塚（2021）　は、ダナ・ボイド（Boyd,2017,2018）の論を紹介し、米国でのフ
ェイクニュースに対するメディアリテラシー教育によって、マスメディアへの批判から生じたマ
スメディアへの不信によって、インターネットへの偏った内容への接触が行われた問題を指摘し
ている。さらに従来の日本で行われてきたメディアリテラシー教育の批判的分析の問題点も指摘
した。それは、メディアをうのみにしないアプローチは、偽情報・誤情報対策の文脈では「メデ
ィアが報道しない事実を伝える」とうたう偽情報や陰謀論への接触・信頼を増すことになる可能
性があるとした。そして、フィルターバブルによって自分の関心・政治信条に合致するニュース
への誤った接触が増していけば、メディアが発信する情報を疑うスキルをやみくもに教えること
が、さらなる分断を生むことにもつながりかねないことには留意すべきである、としている。さ
らに、フェイクニュースや陰謀論があふれる「ウサギの穴」に迷い込む可能性がある従来のメデ
ィアリテラシーは、新たなニュース生態系が確立されないかぎり、いったん距離を置くべきでは
ないだろうか、と述べている。
　しかし、メディアへの不信が生まれてフェイクニュースに傾くからメディアリテラシーは当分
教えない方がいいのであろうか。例えば、マスメディアの説得効果を研究したクラッパー（1966）
の説得研究では、マスメディアの効果が最も発揮されるのは、既存の態度をより強化する補強 

（reinforcement）であり、既存の態度を反対から賛成へ、あるいは賛成から反対に変化させる変
改（conversion）は少ないことを明らかにしている。したがって、インターネットへの接触によ
って、すでに偏見や差別の態度を保持している者は、マスメディアの批判による不信を起こす学
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習であろうと、フェイクニュースへの偏見を批判する学習であろうと、自分の意見の変改は起こ
らず、もとの偏見や差別を持った態度の補強をすると思われる。さらに児童生徒の態度には、イ
ンターネットやマスメディアからの影響や学校の授業との関連だけでなく、仲間、家庭、保護者
の職場、その地域の文化など、児童生徒の生態系が関連する。したがってこうした要因を考えて
メディアリテラシー学習も行われる必要がある。
　一方、メディアリテラシー学習も、メディアの代表としてテレビを扱ってきたが故に、今の児
童生徒が利用する主なニュースの情報源である SNSと合わなくなっている。児童生徒は、テレ
ビから情報を得るよりもはるかに早く多量の情報をインターネットや SNSから得ている。した
がって SNSのことは SNSの中で批判分析を行っていく必要がある。あるいは、佐藤（2005,2019）
のように、児童生徒がほとんど接触することがなくなった 70年以上前の新聞やラジオの偽情報
について、歴史的事実から批判分析を行うという学習方法が有効となるかもしれない。
　一方、耳塚（2021）は、ジャーナリストでさえ、オンライン上の誤情報に対する訓練を受け
た者がわずかであり、フェイクニュースを見抜くことが困難であることを指摘している。まして
や児童生徒を教える教育者がジャーナリスト以上の訓練を受けてはいないであろう。したがって、
現在のところ誰でもフェイクニュースにだまされる、と考えた方がいいかもしれない。また、藤
代（2021）はフェイクニュースにだまされないようにすることを個人のリテラシーだけに求め
ることは、「フェイクニュースを見破れないのが悪い」「だまされるのは情報弱者である」として、
騙されることは自己責任論を助長しかねない、と危惧している。
　耳塚（2021）及び藤代（2021）が述べるような新たなニュース生態系の確立のためには、日
本民間放送連盟の放送基準、あるいは著作権法のような罰則を伴ったような規制がフェイクニュ
ースについても必要となってくるのかもしれない。
　
6．メディア情報リテラシー教育とこれからのＩＣＴ教育
　
　ここまで、ユネスコMILにおいて、メディアと情報の理解の学習、オンラインリスクの学習、
フェイクニュースについて概観し、メディアリテラシー学習によってフェイクニュースに対処で
きるかどうかを検討してきた。
　しかしながら、学校現場では、MILの学習よりも、ICT教育という、どちらかというと学習
内容よりも学習を支えるメディアに重きを置いている。そこで、教員は児童生徒の学習を ICT

機器を用いても学力をあげようと必死の努力をしている。
　こうしたなかで、ICT教育での 2つの問題が、デジタル教科書と通信ネットワークである。
ひとつ目の問題としてのデジタル教科書について、文部科学省は 2024年度から英語に、2025

年度からは算数・数学に導入することにしている。これは GAGAスクール構想（文部科学省 , 

2020）から 1人 1台端末として配布されているデバイス上で使う教科書である。そこでは、従
来の紙の教科書と併用してシンプルなデジタル教科書が使われるだけではなく、デジタル教材も
使われる。このデジタル教材について、堀田（2022）は、デジタル教材の多くが有償であるこ
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とから、通信環境が整った豊かな自治体と乏しい自治体の格差が生じかねないと心配している。
そこで堀田はあくまで私見と断ったうえで、有効かつニーズが高い教材について一部機能を安価
または無償で国が提供するという提案をしている。
　こうした紙とデジタルを併用する教科書については基礎的研究もある。例えば赤堀と和田
（2012）は学習教材のデバイスとしての iPad・紙・PCの特性比較を行った。その結果、決めら
れた範囲における学習内容を知識として覚えたり理解したりする学習活動においては、紙が最も
優れており、iPadは自分の考えや判断や総合的に述べるような問題に適しており、かつ継続的
に学習したいという特性がある、ということを示した。さらに。赤堀（2015）はタブレット教
材と紙・タブレットのブレンド型教材の比較研究を行った。これは、理解度テストおよびアンケ
ート調査において、特に有意な差は見いだせなかったものの、映像を見て内容を正確に記憶して
いるかどうかを問う理解度テストと、学習したという実感性を問うアンケート調査では、ブレン
ド型教材の方がタブレット教材よりも有意に高い数値を示したものである。このことから、実用
的には紙とタブレット端末を併用して用いることが有効ではないかと示唆された、とした結論を
示した。こうした実験結果は紙とデジタルの教科書を併用して用いることを支持している。
　2つ目の通信ネットワークの問題では、GIGAスクール構想の高速大容量の通信ネットワーク
の整備である。これは、文部科学省だけでなく、総務省も整備する必要があろう。特にタブレッ
トを学校で使用する場合には、大勢の児童生徒が一斉に学校のネットワークにアクセスしても瞬
時に接続して利用できることが前提である。さらに児童生徒の各家庭でも、無料の高速ネットワ
ークによってデジタル教科書やデジタル教材へのアクセスができ、さらにそのシステムが安定し、
児童生徒のオンラインリスクを減らすシステムも求められる。インターネットの生態系を構築し
て、全ての人に満足を与えるネットワークを構築することは現時点では不可能かもしれないが、
せめて児童生徒に対してはその生態系を早急に構築して、児童生徒がデジタル教科書やデジタル
教材を利用するときの支障を極力少なくすることが求められよう。
　また、児童生徒が家庭での学習に集中できるように、家庭でのスマートフォン利用について、
学校での指導と家庭だけでなく、総務省による何らかの措置も必要となろう。すでに川島（2018）
は、『スマホが学力を破壊する』で、スマートフォンと成績に関して、様々な追跡調査を行った。
その結果、スマートフォン利用によって学力が低下したことは、学習時間の減少や睡眠時間の減
少によるものではなく、①学校で獲得した学習の記憶が消えたこと、②基本的な学習能力が低下
し、学校の授業で学習がうまく成立しなかった、ということが原因であることを明らかにした。
　また、アンデシュ・ハンセン （2020）の『スマホ脳』では、スマートフォンを持っているだけ
で集中力が落ちる。つまり SNSからのメッセージで中断される、と警告し、さらに、スマート
フォンを見てすぐに勉強に切り替えられないことは、注意残余（attention residue）として説明
されている、ということを述べている。
　こうした一般向けの本を読んだ児童生徒の保護者は、自分の子どものスマートフォンの利用に
ついて不安になる者も出るであろう。保護者が家庭において、子どものスマートフォンの利用管
理を行う必要はあるものの、保護者の自己責任、あるいは子どもの自己管理に任せるのではなく、
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総務省が家庭において SNSを含むスマートフォン利用の生態系を構築していくことも必要とな
る。
　ユネスコMILでの学習と ICT教育は結びついており、そこには学校教育を担ってきた文部科
学省だけでなく、インフラ整備についても総務省の仕事がこれからさらに大きくなってくるであ
ろう。
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、083-092

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

全国紙と地方紙の比較から育成する「メディアリテラシー」
─ＴＯＫＹＯ2020オリンピック開会式の記事の比較から─

　
二田貴広

奈良女子大学附属中等教育学校

　
　
要約
　総務省は、偽・誤情報対策等のためのメディア情報リテラシー向上の総合的な推進のための解決策
を示した。そこで挙げられた中等教育での課題の解決と、坂本（2022）の「メディアリテラシー」の育
成に貢献できるNIE（Newspaper in Education）の実践を紹介した。この実践では、東京オリンピッ
ク開会式の複数紙の記事について NIEの「比較読み」の手法を取り、新聞というメディアの情報につ
いて、背景や問い、価値判断などを分析的に読み解く態度と能力（コンピテンシー）と、自分が得た
情報や情報から考えたこと、他者との対話の内容や論点などを論理的に整理し表現する態度と能力（コ
ンピテンシー）を伸ばすとともに、「民主主義社会におけるメディアの機能を理解する」ことや「市民社
会に参加し、異文化を超えて対話し、行動する能力」も伸ばすことができると論じた。
　
Ⅰ．問題の所在
　
　総務省の情報通信審議会情報通信政策部会は 2022年 5月12日付で「『2030年頃を見据えた情
報通信政策の在り方』答申（案）」を公表した。その中でインターネット上の情報について「偽情報等
に関する情報リテラシー向上に向けた啓発を積極的に行うべき」（p.5）とし、そのために学校教育で
は「デジタル・シティズンシップ」の育成が必要とした（1）。また、総務省は 2022年 6月付で「メディ
ア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査結果報告」（以下、調査結果報告）も公表し、
偽・誤情報（2）対策等のためのメディア情報リテラシー向上の総合的な推進のために、諸外国における
メディア情報リテラシーの政策等や教育事例を調査し、メディア情報リテラシー関連の国際指標にお
ける日本と諸外国の比較から、日本における偽・誤情報に関するメディア情報リテラシー向上施策の
課題をまとめ、解決策のひとつとして「『偽・誤情報に関するメディア情報リテラシー講座』教材」を
作成し公表した。この調査結果報告で挙げられた課題から中等教育に関するものを抽出したのが次ペ
ージの表 1である。
　筆者は、NIE（Newspaper in Education、教育での新聞活用）で実践研究を重ねてきた。その
立場から、表 1の課題の一部を解決できる NIEの実践を紹介しつつ、坂本旬（2022）が、ユネ
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スコによる「メディア情報リテラシー」（3）の定義を統合した下記の「メディアリテラシー」の育
成に NIEが貢献できることを示す。
　「メディアリテラシーとは、民主主義社会におけるメディアの機能を理解するととも
　に、あらゆる形態のメディアメッセージへアクセスし、批判的に分析評価し、創造的
　に自己表現し、それによって市民社会に参加し、異文化を超えて対話し、行動する能
　力である。」（4）

　

　
Ⅱ．ＮＩＥの実践
　
　1.　全国紙と地方紙の比較でメディアリテラシーを磨く
　同じ出来事を異なる新聞社がどう取り上げるか比較する学び、いわゆる「比較読み」は、情報
発信者の価値判断の違いなどを見出しその理由を考えることで、生徒のメディアリテラシーの一
部を伸ばすことができる（5）。情報発信者の価値判断について考察することは、目の前の情報が発
信者によって編集されていることを明らかにし、メディアメッセージを「批判的に分析評価し、
創造的に自己表現する」学びに他ならないからだ。
　新聞の記事だけではなく、自分自身が目にするさまざまな情報が編集されていることを理解し、
情報の真偽を確かめたり多面的に考察をしたりするために必要な情報を集め比較し統合する態度
や能力は高度に情報化されたデジタル社会でよりよく生きていくために必須の能力である。こう
したデジタル社会に必須のメディアリテラシーを育むためには、Web上の情報を扱うことが必
要ではある。しかし、学校で Twitterや YouTube、TikTokなどの情報を扱うことは、載せられ
ている情報の玉石混交さや教育の場で扱えない暴力的で性的な表現等があることから現実的では
ない。上述した「先生も困っているが『何をやればよいかわからない』状況」に拍車をかけるこ
とになってしまうだろう。
　そこで、取材を通じて掲載されている情報の真偽が確認されており、紙面が限られているため
に掲載される情報が編集されていることが明確な新聞記事を教材に用いた単元を紹介する。全国
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紙と地方紙とで同じ話題がどのように取り上げられているか比較し、共通点や違いを見出し、そ
の理由を分析する学びをデザインした単元である。対象は中学 3年生から高校 1年生の生徒と
した。学習指導要領に「目的や場面に応じて、社会生活の中から話題を決め、多様な考えを想定
しながら材料を整理し、伝え合う内容を検討すること」（中学 3年生）（6）、「目的や場面に応じて、
社会生活の中から話題を決め、多様な考えを想定しながら材料を整理し、伝え合う内容を検討す
ること」（高校 1年生）（7）とあるからだ。
　
単元：中学 3年生「報道文を比較して読もう」
　　　評価規準：【知・技】情報の信頼性の確かめ方を理解し使っている。（（2）イ）

【思・判・表】「読むこと」において、文章を批判的に読みながら、文章に
表れているものの見方や考え方について考えている。（C（1）イ）

　　　高校 1年生「新聞報道を比較する」（「現代の国語」）
評価規準：【知・技】情報の妥当性や信頼性の吟味の仕方について理解を深めつつ使っ

ている。（（2）エ）
【思・判・表】「話すこと・聞くこと」において、論点を共有し、考えを広げ
たり深めたりしながら、話し合いの目的や状況に応じて、表現や進行など
話し合いの仕方および納得解の出し方を工夫している。（（1）オ）

学習課題：東京オリンピックの開会式で聖火や聖火ランナーを取り上げた記事について全国紙
と東日本大震災の被災地の地方紙とを比較し違いと共通点を整理しなさい。

　単元設定の理由：いわゆるフェイクニュースのような偽情報について、その真偽を吟味する資
質・能力はメディアリテラシーとして必須となりつつある。そうした偽情報はもちろん、生徒
が手にするさまざまな情報もまた編集されていることを理解した上で、情報の真偽を確かめた
り多面的に考察をしたりするために必要な情報を集め比較し統合する態度や能力は高度に情報
化されたデジタル社会でよりよく生きていくために必須の能力だ。

　　新聞の紙面は、その大きさやスペースが限られているため、載せられる情報の量に制限があ
る。そのため、新聞社では取材した情報のどの部分をどう載せるのか工夫を凝らし編集をおこ
なう。したがって新聞記事は、情報が編集されていることを理解するのにうってつけの教材で
ある。

　　また、新聞には全国の話題を中心に載せる「全国紙」と地域の情報を中心に載せる「地方紙」
とがある。全国紙は全国にいる読者に情報を届ける。一方、地方紙はその地域の人に情報を届
ける。同じ出来事でも届ける相手が違うために、記事で取り上げる内容などが異なることがあ
る。この特徴は、目の前の情報が編集されていることを理解した上で、多面的に考察をしたり
するために必要な情報を集め比較し統合する態度や能力を育成するのにうってつけである。

　　そこで、東京オリンピックの開会式という同じ出来事について、全国紙の記事と地方紙の記
事とを比較することで、上記の態度や能力を育成できると考え、本単元をデザインした。
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　総務省の調査結果報告の課題との関連性：この単元は、総務省の調査結果報告で挙げられてい
る中等教育での課題のうち、下記の課題の解決に資する。
①　学校現場では「探究学習」をやることになっているが、子どもは情報の読み解きがで
　きない
②　先生も困っているが「何をやればよいかわからない」状況

　上記①の課題については、新聞記事を教材に情報が編集されていることを理解することで解決
できる。また、全国紙と地方紙との比較により、「なぜ違うのか？」「なぜ同じなのか？」と問い
を立て、「それはどうしてか？」と解決の方法を探り解決に取り組む学びがデザインできる。こ
れは文部科学省のいう「探究のプロセス」（8）に他ならない。この探究のプロセスでは、情報を多
面的に考察したりするために必要な情報を集め比較し統合する態度や能力を育成することを目指
す。したがって上記の①の課題は解決できる。
　上記②の課題については、具体的な学びの方法や目的を示すことで、教員がみずからの実践を
考えるヒントになると考える。
　メディアリテラシーに関わる指導のポイント：本単元で用いる新聞各紙は次のとおりである。
朝日新聞、毎日新聞、読売新聞などの全国紙と岩手日報（岩手県）、河北新報（宮城県）、福島民
報（福島県）の東日本大震災の被災地の地方紙。これらの新聞各紙に載せられた、東京オリンピ
ックの開会式で灯される聖火と聖火リレーに関する記事での取り上げ方を比較し、「違い」と「共
通点」を整理することが本単元の学習課題である。
　1つ目のポイントは、開会式で灯される聖火と聖火リレーに関する記事に限定したことだ。「東
京オリンピックの聖火や聖火ランナー」としてしまうと対象となる記事が多くなりすぎて比較が
ままならない。出来事と日時を限定して、異なる発信者からの情報を収集、比較するというよう
に課題の範囲を明確にすると生徒は取り組みやすくなる。また、教材の準備もしやすい。
　2つ目のポイントは生徒たちが「問い」を立てられるように支援することだ。上記の全国紙と
地方紙の比較をはじめると、生徒はすぐに開会式での聖火の点灯や聖火リレーの記事について、
被災地の新聞の方が「被災地」と関連した内容を多く取り上げていることに気が付くだろう。こ
こで、生徒が問いを立てられるように支援を行うと、情報発信者の意図や、情報を送る相手が違
うために取り上げる内容が異なることに理由を含めてアプローチできるようになる。その結果、
メディアリテラシーの一部を向上するとともに探究学習をすすめられるようになる。
　気をつけたいのは、「被災地の新聞だから被災地に関連する内容を多く取り上げているのだ」
といった表面的な理解で済ませてしまう生徒への支援だ。このような理解では、東京オリンピッ
クが「復興五輪」であったというという事実を発見することができない。あるいは「復興五輪」
を発見しても（知っていても）、「被災地の新聞だから…」で済ませてしまいかねない。それでは、
被災地の人たちが「復興」についてのさまざまな思いを胸に聖火をリレーしたことや、聖火のト
ーチのデザインが被災地の子どもたちと描いた桜のエンブレムに由来すること、聖火台の燃料に
福島県産の水素が使われたこと等、「復興」のさまざまな思いが、聖火や聖火のトーチや聖火台
や聖火リレーに込められていた、という被災地の新聞がなぜ開会式で灯される聖火と聖火リレー
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の記事に「被災地」と関連した内容を多く盛り込んだのかということについての根本の理由を考
えなくなってしまう。それでは、生徒同士の対話や後述するように新聞記者との対話は生まれな
い。もちろん、被災地の方々との対話も生まれる可能性はない。
　そこで、全国紙と被災各地の新聞との違いを決定づける要因について考えてもらうために、た
とえば下記の問いを全体に投げかけるといった工夫をする。
　発問 1：「復興五輪」とはどんな理念なのか調べてみよう
　発問 2：なぜ全国紙の記事では「被災地」に関する内容が少なくなるのか考えてみよう
　そうすれば、少なくとも「復興五輪」なのにどうして全国紙の記事では「被災地」に関する内
容が少なくなるのか情報発信者の意図等を考えやすくなる。

　単元の指導と評価の計画（以下は高校1年生対象のもの）
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　教材とする記事（表2として一部のみ引用して示す）（9）　
　下記の表 2には、記事の該当部分を引用し、（　）内に主見出し等と掲載面を記した。すべて
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2020年 7月 24日の朝刊に掲載された記事である。
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　全国紙の記事と被災地の地方紙の記事とを比較すると聖火や聖火リレーに関して取り上げた内
容が明らかに違うことが見て取れる。
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Ⅲ．「メディアリテラシー」の育成にＮＩＥが貢献できること
　
　NIEでは、小学校、中学校、高等学校、大学と異なる校種のさまざまな実践者が「メディア・
リテラシー」の育成と向上を目指した学びをつくり実践し続けている。筆者は NIEで目指され
ている「メディア・リテラシー」についてまとめたことがある。

　NIE学会が育成向上を目指してきた「メディア・リテラシー」とは、新聞というメディ
アの情報について、背景や問い、価値判断などを分析的に読み解く態度と能力（コンピテン
シー）と、自分が得た情報や情報から考えたこと、他者との対話の内容や論点などを論理的
に整理し表現する態度と能力（コンピテンシー）のことである（10）。

　本単元は、NIEでの「比較読み」の手法を取って上記の「メディア・リテラシー」を育成涵
養するとともに、Ⅱ－ 1で述べたように、メディアメッセージを「批判的に分析評価し、創造
的に自己表現する」学びである。
　それだけではない。東京オリンピックが「復興五輪」であったことから、坂本の定義する「メ
ディアリテラシー」の、「民主主義社会におけるメディアの機能を理解する」ことや「市民社会
に参加し、異文化を超えて対話し、行動する能力」も伸ばすことができる。「復興五輪」は現実
の具体的な政治的事象である。したがって本稿で紹介した学びから、「復興五輪」に関連付けて
報道された聖火ランナーの報道の調査を実施し成果や課題を共有して、民主主義社会におけるメ
ディアの機能を理解することや市民社会に参加し対話するような学びが生まれることも期待でき
るのだ。
　そうした学びが生まれるための仕掛けとして「この学習活動の意味」をとらえる学びを設置し
た。自分自身の学びの過程を振り返り学習の成果や課題を捉えると同時に、授業をつくった者の
意図や目的、それを実現する方法をメタ的に捉えることは、自身を取り巻くさまざまなスキーム
（その中には民主主義や他者も含まれる）を捉える訓練に他ならないからだ。
──────────────

（1）「2030年頃を見据えた情報通信政策の在り方」答申（案）では、「デジタル・シティズンシップとは、デ
ジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参加する能力を指すものであり、コンテンツの作
成や公開、他者との交流、学習、研究、ゲーム等のあらゆるデジタル関連の活動を行う能力に加え、オ
ンライン消費者意識、オンライン情報とその情報源の批判的評価、インターネットのプライバシーとセ
キュリティの問題に関する知識など幅広いリテラシーを含む概念であり、具体的には『ネットいじめ』
や『ヘイトスピーチ』への対応やオンラインニュースとどう付き合うべきかといった身近な内容を含む
ものである。」と定義している（p.51）。

（2）「メディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査結果報告」では、偽・誤情報について次
の通りに定義している。Disinformation（偽情報）：個人、社会集団、組織または国に危害を与えるため、
虚偽、かつ故意に作成された情報。例：虚偽の文脈、偽のコンテンツ、加工されたコンテンツ、操作さ
れたコンテンツ。Misinformation（誤情報）：虚偽の情報ではあるが、危害を引き起こす意図で作成され
たものでないこと。例：文脈のミスリーディング等。Malinformation（悪意ある情報）事実に基づく情
報を個人、組織、または国に危害を加えるために使用すること。例：リーク（漏えい）、ハラスメント、
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ヘイトスピーチ（p8）。
（3）UNESCO.Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines、2013年
（4）坂本旬、山脇岳志編著『メディアリテラシー　吟味思考をはぐくむ』、時事通信出版局、2022年 1月
（5）二田貴広「立問力を育成する国語総合～与えられた問いを解くだけでなく、問いを立てる力を身につけ

る～」、『新聞活用の工夫提案－ NIEガイドブック高等学校編』、日本新聞協会、2013年 3月
（6）「中学校学習指導要領（平成 29年告示）解説」、文部科学省、2017年 7月、p114
（7）「高等学校学習指導要領（平成 30年告示）解説　国語編」、文部科学省、2018年 7月、p82
（8）「高等学校学習指導要領（平成 30年告示）解説　総合的な探究の時間編」、文部科学省、2018年 7月、

p38に、探究のプロセスが「①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ・表現」と示され
ている。

（9）東京オリンピックの新聞報道での聖火ランナーの記事について、河北新報、福島民報、岩手日報の各
紙の 2021年 6月 1日～ 7月 24日の記事をまとめた調査結果については、二田貴広「2020東京オリン
ピック新聞報道における「復興五輪」－聖火ランナーの記事に着目して－」、『日本 NIE学会誌第 17号』
2022年 3月、日本 NIE学会を参照されたい。

（10）二田貴広「日本の NIE（Newspaper in Education）における『メディア・リテラシーの』定義とその実
践」、『メディア情報リテラシー研究第 2巻第 1号』、2020年 9月、法政大学図書館司書課程
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法政大学図書館司書課程
メディア情報リテラシー研究 第4巻1号、093-099

特集：メディア情報リテラシー新時代
　

実務家教員による新時代のメディアリテラシー実践研究
　

大重史朗
中央学院大学

　
　
1．はじめに
　
　私は大学卒業後、いわゆる政府・与党を支持する保守系と市民派とされる新聞社 2社を渡り歩
き、新聞記者を続けた。その立場で複数の大学で非常勤講師を引き受けているが、同時に在留外
国人との多文化共生を研究テーマとして、ライフワークのつもりで取り組んでいる。しかし、大
学側から依頼される科目は、私の経歴から「メディアリテラシー」「現代社会論」「メディア学入
門」など、結局、自分は「メディア出身」とみられ、レッテルを張られているのだな、と感じる
ことが多いのと、実際、自分でも実務家でなければ話せない、メディアの実態やメディアにおけ
る不祥事についての、自分なりの分析を学生たちに本音で語ることを心掛けている。
　本特集は新時代のメディアリテラシーを取り上げるのが目的とみられるが、坂本旬、山脇岳志
の両氏の編著による『吟味思考を育む　メディアリテラシー』（時事通信社刊）が 2022年 1月
に発刊されたのを受け、まず、同書の一部である実践論に対する論評を加えながら、これからの
メディアリテラシーのあるべき姿を論じたい。
　私が初めて大学の教壇に非常勤講師として立ったのは、2011年度で東日本大震災の直後であ
った。当初、担当したのは「現代社会論」1科目で、採用面接をした主査の教授から引き継いだ
のは「この大学にはマス・コミュニケーション論のような科目が配当されていないので、その要
素も（シラバスのメニューに）加えて欲しい」といった趣旨のことであった。以来、私は通年科
目としての「現代社会論」の中で、後期（秋学期）の最初の 4回は、メディアの在り方を自分
の体験談や昨今のメディアの社会的な立場・役割を理論づけながら、学生とともに考えている。
　私が大学という世界に入るにあたっては、仮に非常勤の立場であったとしても、授業を行い、
出勤簿に捺印して帰るだけの教員にはなりたくないという思いが強かった。新聞記者を続けてい
ると「学生の学力低下が社会問題化している昨今……」などと、どれだけ大学生の学力が低下し
ているのか、実感できないまま、「前置き」の言葉として安易に用いてしまいがちである。しか
し、その「学力低下」とはどの程度のものなのか、逆に「学力が高い」とされる学生はどのよう
に、どのレベルで学習しているのか、など予備校講師なども掛け持ちしながら、ずっと考えてき
ているが、いまだにその解答が出ずにいる。
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　しかし、一つだけ断言できるのは、「記者というのは社会のことを、一般の他職種の人よりも
知っているようで、何も知らないのではないか」ということを痛切に感じていることである。
　国内では私立中学・高校を中心に「中高一貫校」が増え、大学に効率的に進学できるかのよう
に思われているが、必ずしもそうではない。あまり学力がついていないまま中高一貫校に入学し
た生徒は、中学の学習も大して理解しないまま、直属の高校にエスカレーター式で進学できてし
まい、彼らの中で、大学の一般入試しか選択肢がない生徒は、相当、受験勉強で苦労している。
あるいは、中学や高校でも授業をすべて英語で考えさせる「バカロレア」教育を受けた生徒は、
英語で物事を考える訓練ができている反面、日本語による考え方が「苦手」になっているため、
日本語による入試を行う大学の受験は、入試の出題傾向が全く違うため、差し控えなければなら
ない生徒が多く、受験校が相当限られ、かえって進路選択の面で不利になりかねないことなどは、
ほとんど報じられていないのではないか。
　そのため新聞の「教育問題」の特集ページをみていても、学校現場でどのような行事が行われ
ているのか、それに対して教育学者らがどのように評価しているかといった談話を掲載すること
はできても、それ以上、現場の実態について踏み込んだ記事がほとんど見られないと言っても過
言ではないのである。そのような「現場の様子」と「識者のコメント」をうまく組み合わせれば、「な
んとなく」記事や映像としての「型」になっているのが、活字も映像も両方合わせた、現代のメ
ディア、とくに私がかかわってきた「報道」の実態ではないだろうか。
　また、日本人は比較的「ランキング」が好きであり、「東京大学に合格しやすい全国の高校ラ
ンキング」といったタイトルの企画は、昭和時代から週刊誌の「別冊」報道を中心に続いている
ほか、教育以外の分野では、「手術数の多い病院ランキング」とか「名医インタビュー特集」な
どと称した雑誌は、よく売れている時期がつい最近まであった。中には「名医」シリーズなどは、
実際、「名医」氏が所属する病院側（医療法人）がスポンサーとして事実上の「広告費」を出し
ていて、病院の宣伝になっていることも少なくなかった。
　そういった現状に対して、もう少しモラルが必要ではないか、との反省がメディアの各社内で
沸き上がったのか否かは、現在の私の立場ではわからない。しかし、最近は病院の「ランキング」
企画や「企画特集」と銘打った「広告」はあまり活字メディアにおいてみかけなくなったのは事
実ではないだろうか。
　しかし、「大学ランキング」は相変わらず、大学入試の出願直前や就職の段階で「この業界に
強い（就職率が高い）大学」などと銘打って経済専門雑誌なども含めて掲載が続いている。
　昨今は、見なくなったが、全国紙でも、欄外に「全面広告」とか「広告特集」と断り書きが記
載されてあったものの、一人の医師に特定の病気について、その病状の特徴や最新治療法につい
てフリーライターなどがインタビューし、そのページの周囲にはその病気に関連する薬品を製造
しているとみられる製薬メーカーが名刺を並べるように社名を列挙する「広告」が並んでいた時
期もあった。

メディア情報リテラシー研究　第 4巻第 1号　2023.02

94



　
2．現場取材の体験から課せられた「役割」
　
　そうした現実を体験しながら、実務家教員がメディアリテラシーの授業を受け持つとどうなる
のか。少なくとも、私は、取材現場と研究の世界の両方に足を踏み入れているため、自問自答し
ながら過ごして 11年が経過した時点で言えることは、「メディアをどこまで信じてよいのか」、「メ
ディアとて、社会の動きをすべて捉えているとは限らない」と、記者であった筆者自らが声を大
にして学生に訴えることが、私に課せられた役割のように感じている。
　坂本・山脇の両氏編著による新刊本の構成であるが、本書は、第 1部として「メディアの激
変とメディアリテラシーの潮流」として大学の研究者の理論と教育現場における実践が紹介され
ている。第 2部では「ジャーナリストの視点と実践」として新聞やテレビの取材実践の経験者
が論を展開し、2部構成になっていることが大きな特徴である。
　その中で、私は実務家教員として教育と研究の世界に身を置く立場から、第 1部第 7章、中
村純子氏の「学校教育におけるメディアリテラシーの位置づけ」に注目した。中村氏は、とくに
国語科教科書におけるメディアリテラシーの取り上げられかたを紹介している。確かに、同章で
取り上げられているある教科書の中で、NHKの記者出身で評論活動をしている池上彰氏は「テ
レビや新聞が視聴者の要望を反映し双方向性を持たせる工夫や、誤報の問題について触れている。
インターネットは送信者と受信者の情報共有によって豊かな文化を育む一方、情報の不確かさや
考え方の偏りが起きる。その対策として、メディアの特徴やその奥にある発信者の意図を捉えて
情報を読み解く力とメディアからの必要な情報を選んで活用する力、メディアリテラシーの必要
性を訴えている」としている。
　池上氏の指摘はインターネットが生活の一部となった社会の中で、「生きる力」として誤報な
どを見抜く力が必要であると説いており、極めて正論であるといえる。
　
3．学力低下とメディアリテラシー
　
　しかし、前述したように、生徒の学力そのものが低下していて、彼らが「たまたま入れた学校」
への入学者が増えている傾向なども合わせ、入試倍率が 1.0倍を割っている大学が増え、学力が
低下している。その裏付けとして、大学生になっても自ら学習する習慣がついていない、あるい
は、自分に必要な参考図書を書店で探せず、教員が指定した書籍しか購入しない、などの現実の
中で、どのように「見抜く力」を蓄えられるのか、疑問が生じるところである。確かに、大学ご
とに学力にはばらつきがあり、仮に「偏差値」が高くなくても、自ら学習を進めるモチベーショ
ンの高い学生が少なくない大学や学部も存在するのは事実である。しかし、メディアリテラシー
を担当する教員の相当の努力と工夫が求められることには違いないだろう。
　そもそも新聞だけをみても、1世帯当たりの購読部数は、2008年に 0.98と 1.0を割って以来、
2021年には 0.57まで下がり続けている（1）。1世帯あたり「新聞紙」を 1部も購読していない家
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庭が増えているのが現実である。また、教員も、これもまたメディアの責任でもあるのだが、残
業が多く「ブラック職場」などとレッテルを張られ、例えば、東京都の 2022年実施の教員採用
試験の受験倍率は「小学校全科」で 2.5倍、「中・高等学校共通」は 4.1倍など、決して競争率
が高いとは言えない状況で、教師の「質」も問われかねないのが現実ではあるまいか（2）。場合
によっては現役教師の家庭でも新聞を購読していないことは十分想定でき、購読していても、「ブ
ラック職場で多忙だから」と教師自身が新聞に目を通さずに出勤する光景も、想像ではあるもの
の目に浮かぶのは、私だけではないのではあるまいか。
　
4．「縦割り」科目ではメディアリテラシーに限界
　
　中村氏の分析はまず、国語科の教科書についての分析が小学校以降の学年ごとになされている
ものの、「主権者教育」の一貫として、国民の意思を政治に反映させるためにも、良識ある主体
的な判断力を養成することが教科書でも取り上げられ、それは「社会科・公民的分野」との関わ
りにもつながることが紹介されている。また、「技術・家庭科 [技術分野 ]」においてはメディア
リテラシーというよりも情報モラルが中心に書かれてあることも紹介されている。
　これらの中村氏の分析からは推察できることは、現行の学習指導要領に基づく、「国語科」と
か「社会科（公民分野）」という枠組みの中でメディアリテラシーを論じることは限界があり、
これは中央省庁や自治体における仕事の進め方が、いわゆる「縦割り行政」と呼ばれるように、
横に串を刺す「つながり」「連携」がなければ、本当の意味でのメディアリテラシーを語ること
はできないのではないかと思う。
　つまりは、「国語科」とか「社会科」からメディアおよびメディアリテラシーを考えることは
重要であるが、それぞれ科目の範疇に留まったのでは、生徒の主体性を引き出すには限界があり、
メディアおよびメディアリテラシーを取り上げているすべての科目を足して科目数で割った部分
に、本来のメディアリテラシー教育の在り方が透けて見えるのではないだろうか。
　それでは、その「透けて見える」メディアリテラシーとはどのようなものなのか。これは、中
村氏も紹介している、映像プロデューサーの森達也氏の持論にたどりつくのではないだろうか。
　森氏の著書『ドキュメンタリーは嘘をつく』（3）の中で、森氏は、映画監督の黒沢清氏がドキュ
メンタリー映画の上映会での発言として「どう考えてもドキュメンタリーとフィクションの境目
はないです。ドキュメンタリーといっても、ある程度ヤラセはあるし、フィクションとはいって
も、偶然起こることはたくさんありますから、程度の差はあっても同じです。ましてやそれを編
集するという作業は、全くフィクションもドキュメンタリーも同じだと思います。そこであるも
のを構築していくわけですね」という発言内容を紹介している。
　森氏もテレビディレクターやプロデューサーを歴任してきた経験をもとに、学校の授業の様子
を撮影することを例に挙げ、教師のすぐそばにテレビカメラを置く場合と、問題行動をしている
生徒のすぐそばに置く場合とでは、同じ授業であっても授業の印象、視聴者への伝わり方が全く
違うことを指摘している。そして「事実は限りない多面体であること。もしも自分が現場に行っ
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たなら、全然違う世界が現れる可能性はとても高いということ」と説明している（4）。
　私はメディアリテラシーの授業で、森氏の理論を紹介しながら、例えば、ある法律改正につい
て、国会前で一般住民らによる集会が行われていることを仮定し、学生らに場面を想起させるこ
とがある。もちろん、実際のニュース映像などを用いて比較することができれば、より分かりや
すい説明になるかもしれない。いずれにせよ、テレビカメラが集会の住民の中に交じり、同じ目
線でカメラを回し、「このように大勢の人たちが国会前で法律に反対している」と報じることも
できるし、一方で同じ集会を取材する場合でも、現場から 1キロほど離れたビルの屋上から住
民の集団を撮影すると、国会議事堂の大きさと比較して、あまり規模が大きくない集会であるこ
とを伝えることもできる。
　そのような例を話した後、もう一件、私が学生に対し、黒板に茶葉を入れる茶筒の絵を描き、
正面から見るとおおよそ「長方形」に見えるし、真上からみると「円」に見える、茶筒を斜めに
切断すれば、「かぐや姫」が入った竹のような形をした変形した竹のように見ることもできるが、
いずれも同じ「茶筒」であることを話す。これは見方によって、「事実」が変わることを伝えた
いためのエピソードで、森氏の理論につながる話として考え出したものである。
　
5．学会の動きは時代についていけているか
　
　日本マス・コミュニケーション学会は 2022年から、日本メディア学会と名称を変えた。マス
コミ学会の沿革をたどると、当初は、新聞学会として 1951年に設立趣意書が出されたもので、
当時は各大学で「新聞学」という講座が設けられていた。そして時代の変遷とともに「マスコミ
論」とか「マス・コミュニケーション論」という授業が増えるとともに、学会名もそれに準じる
名称となり、この 10年ぐらいの間に、各大学に「メディア学部」なる学部や学科が作られ、「メ
ディア論」が設置され、その領域も既存の新聞・雑誌・テレビに限らず、インターネットをはじ
め、場合によっては理系大学や学部を中心にゲームやスマートフォンなども「メディア」と呼ぶ
時代となっている。
　ただ、注目できることの一つとして、日本メディア学会の規約改正内容として、学会の目的が
大幅に改正されたことが挙げられる。「メディア、ジャーナリズム、およびコミュニケーション
の学術的研究調査」、「研究者および実務者との連携と協力の促進」、「インターネットでの情報発
信」、「国内外の学会および市民活動との連携」、とあり、最後に、「ジャーナリズム教育およびメ
ディア・リテラシー教育の促進」という項目が新たに加わったことは注目に値する。しかし、学
会の名称が変わる以前から、メディア研究一筋の研究者に加え、実務経験者も多く入会しており、
両者の情報共有・情報交換の機会は十分にあったにもかかわらず、研究者は研究一筋であり、ま
た、実務経験者はその所属する民間直属の研究所が発刊する調査誌や PR誌の定期発刊に力を注
ぎ、また、大学との連携といっても、「寄付講座」とか「連携講座」などと称して、単に、授業
の一部にメディア企業の資金や人材の提供をするに留まってきていたことは否定できないのでは
ないか。こうした現状をもとに飯田豊氏は「マスメディア事業体は独自にメディア・リテラシー
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教育の取り組みを展開しているにもかかわらず、ジャーナリズム研究やマス・コミュニケーショ
ン研究、メディア研究との協働は進んでいない。こうしたねじれを今後いかに解消できるだろう
か」と疑問を呈していることは、長年、遅々として進まない、研究（者）と実務（経験者、企業）
との連携が課題となっていることを如実に表現しているのではないだろうか（5）。
　
6．メディアリテラシーの前に重要なこととは
　
　これまで見てきたように教育現場では確かに「国語科」などと既存の学習の括りでは語りつく
せないのがメディアリテラシーであることや、研究者と実務家教員の連携がメディア研究の一層
の発展に貢献するであろうことは想定できる。しかし、メディアリテラシーの授業としてどうい
う経歴や立場の者が担当するとしても、忘れてはならないことがある。それはメディアの社会的
な役割は、社会的な背景や手段、技術が進化しても、ジャーナリズムの重要性を忘れてはならな
いことである。
　ジャーナリズムの役割は権力者の不正を見抜いて社会に課題提起することだ、と私は考えてい
る。この「権力者」についてメディアリテラシーの授業で話す際は、単に日本の社会構成として「三
権分立」が成立していて、まず思い起こすのが政治や政治家、行政や大企業などが権力を握って
いることは簡単に想起できるであろう。それらは、私たちの生活や人生まで影響を及ぼすことで
あり、何よりも、私たちの税金が正しく社会のために使われているか否かを検証するのがジャー
ナリズムの役割ではないだろうか、と学生たちに問うている。
　この論考を執筆し始めた際に、与党と特定の新興宗教団体の癒着が明らかになった。政治家が
選挙の際に、特定の宗教団体の支持をまとまって受けられれば、選挙の獲得票が伸びることから、
そうした団体と親交・癒着を重ねていたことが問題の一つとされる。しかし、そのような特定の
団体とのつながりは、野党とて例外ではなく、特定の野党の支持基盤が特定の労働組合などであ
ることも前述した与党の構図と全く同じではないだろうか。
　与党と一部の新興宗教との癒着の問題は、新興宗教側が 30年以上前に「霊感商法」と呼ばれ、
悩みをもつ一般住民の「弱み」につけこみ、高額な商品を購入させていたことが明るみになり、
社会問題にもなったにも関わらず、長い間、メディアの対象として忘れ去られていたこと自体が、
メディアリテラシーの授業を受ける学生に是非とも伝えなければならないことであり、それこそ
がメディアの社会的役割であることを強調できるのではないだろうか（6）。
　この問題を追及していたのは、すでに休刊となった週刊誌『朝日ジャーナル』であり、現在か
ら振り返り 35年前に誌面上で何度も追及記事を掲載し、徹底的なキャンペーン報道を行ってい
たことを忘れてはならない。
　同じように忘れてはならないのが、故・立花隆氏による「田中角栄研究」である。前述した池
上彰氏は、「元首相だった故・田中角栄氏が「『多額の資金』を使って総理の座を “買う ”までに
なったとの批判を受けていた。でも、その『多額の資金』はどこから得ていたのか。その実態を
しっかり取材する人も組織もなかったのだ。それを立花氏と文藝春秋の調査チームが初めて達成
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したのである」（7）と分析している。
　以上のことから、メディアリテラシーを考えるにあたっては、確かに新聞は購読者が減り、テ
レビも視聴率が下がってはいる。しかし、新聞「紙」はなくなってもジャーナリズムは別物である。
見方はいろいろあってもよいし、森氏のいうような「多面体」なのが「事実」かもしれず、メデ
ィアが社会のすべてを映す鏡として「100点満点」になることはないだろう。しかし、住民の手
では限界があり、取材記者・ジャーナリスト集団による「取材」という「訓練」を受けたプロの
メディア製作者の、社会的な役割まで淘汰されたわけではないことを伝えるのが、新時代のメデ
ィアリテラシーではないだろうか。
──────────────

（1）一般社団法人日本新聞協会　「新聞の発行部数と世帯数の推移」
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（2）東京都「令和 4年度東京都公立学校教員採用候補者選考（5年度採用）応募状況」
 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/06/14/documents/12.pdf（2022年 9月 17日

閲覧）
（3）森達也『ドキュメンタリーは嘘をつく』（2005年 3月）草思社　P215
（4）森達也『世界を信じるためのメソッド』（2006年 12月）理論社　P118～ P147
（5）飯田豊「日本メディア学会にとって ,メディア研究とは何か」『メディア研究　101』（2022年 8月）日

本メディア学会　P3─P22
（6）週刊朝日　「朝日ジャーナルが報じた統一教会問題の “原点 ”」『週刊朝日』（2022年 8月 19・26日号）

P24─P27
（7）池上彰「『田中角栄研究』の衝撃」『「知の巨人」立花隆のすべて』（2021年 9月）文藝春秋　P16─P20

メディア情報リテラシー研究　第 4巻第 1号　2023.02

99


	lc.i.hosei.ac.jp
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